
Title 60年安保以後における「戦後民主主義」思想の展開 : 松下圭一の政治理論を中心に

Author(s) 諸橋, 卓

Citation 北大法政ジャーナル, 16, 79-111

Issue Date 2009-12-18

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/42581

Type departmental bulletin paper

File Information HHJ16_003.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



60年安保以後における「戦後民主主義」思想の展開
松下圭ーの政治理論を中心に
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序

第1節本研究の背最と目的

近年盛んになってきた戦後思想史研究において、

いわゆる印年安保仙の意義は高〈評価されている。

たしかに60年安保は、戦争体験の思想化と、平和

と民主主義を志向する「戦後民主主義」の思想の

体現として、戦後思想史の最大の昂揚点であった。

しかし、その60年安保の昂揚に続き、丸山翼男の

言う「ひどい宿酔J(，)で始まった1960年代は、 55年

体制の定着、高度経済成長、労働組合の企業主義

化、社会・文化の大衆化、固民全体の高学歴化、

マルクス主義の権威の後退など、政治的・社会的

・経済的・知的枠組みが大きく変容し、国民のあ

いだの政治的関心が急速に後退して、経済成長や

私生活主義へと関心の対象が転換していった時代

であるとしばしば言われる。このことは、戦争体

験の風化とあわせて、 60年安保が敗戦以来15年間

の「第1の戦後Jの終わりであるという戦後観に

もつながっているように思われる。小熊英二は

1960年代以後を「第2の戦後」と呼ぴ、戦後思想が

説得力を失ってゆく過程として説明している曲。

しかし、戦後思想を支えていた政治的・社会的

.経済的・知的枠組みが変容したからといって、

平和と民主主義という戦後思想の課題までもが変

容したわけではない。 1960年代は、前述したよう

な停滞的側面があった一方で、とくに後半におい

て、革新自治体、反公害運動、ベトナム反戦運動、

学生運動などの、いわゆる「政治の季節」と呼ば

れるような状況が出現したこともまた事実である。

そしてそこでは、戦後日本が大きく変容してゆく

中で、必ずしも明瞭な戦争体験を持たない後続の

世代からも、戦後思想の課題を積極的に受け継ご

うとする試みが存在していたように思われるので

ある。

本研究では、そうした1960年代の褒化の中にあ

って、 「戦後民主主義」の思想的課題を引き継ぎ、

それをさらに発展させることを試みた知識人とし

て、松下圭ーを取り上げる。

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

詳しくは第1章以降の本論で論述するが、松下

は、早くも1956年から「大衆社会」という概念で、

近代とは区別された現代社会の理論化を試み、独

自の視点から戦後日本を分析していた。また、 60

年安保の前には抵抗権の思想を現代に再生させる

議論を展開し、 l蜘年代前半には「地域民主主義」

「自治体改革」を提起したほか、革新政党の構造

改革論にも接近するなど、現実政治に対する思想

的・理論的発言も活発に行っていった。さらに、

1960年代後半以降は、 「市民自治」や「分節民主

主義」の理論を提唱し、革新自治体の政策プログ

ラムにも影響を与えるようになる。このように松

下は、 60年安保以後の現実政治との関わりの中で、

「戦後民主主義」の思想を深化・発展させていっ

た希有な知識人の1人である

また、松下は世代論の観点からも独自の位置づ

けができる。松下は1929年(昭和4年)の生まれで

ある。この生年は、戦後に活躍した知識人の中で

は、鶴見俊輔(1922年生)、橋川文三(1922年生)、

福田歓ー (1923年生)、吉本隆明 (1924年生)らの

いわゆる戦中派(同世代あるいは自身が学徒動員

で兵役を経験した世代)よりは遅〈、田口富久治

(1931年生)、石原慎太郎 (1932年生)、江藤淳

(1932年生)、小田実 (1932年生)、高畠通敏(

1933年生)、大江健三郎(1935年生)らのいわゆる

戦後派よりは早いという、中間的な世代に位置す

る。松下には従軍経験という形での戦争体験はな

い。松下自身の回想によれば、 1945年当時15歳で

旧制中学4年だった松下は、軍国少年ではなかっ

たが、しかしまだ戦争イデオロギーに対して個人

としての自覚を持って取り組むには至らず、すで

に広がっていた厭戦気分 (r日常Jの崩壊感覚)の

もと、 「スカスカしたうけとめ方」で敗戦を迎え

たという叫。したがって松下は、戦中派ほどに明

瞭な戦争体験の共有感覚は無いが、しかし戦後派

ほどに戦争の記憶から自由なわけでもないという、

戦争体験においても中間的な世代である。

松下は1946年に金沢の旧制四高に入学し、 1949

年に東大法学部に進学している。おおむね同じ世

代には、のちに法政大学で同僚となる藤田省三
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(1927年生)や坂本義和(1927年生)がいる。田

口富久治によれば、なかでも松下と藤田の2人は、

復員後精力的に研究活動を続けていた丸山翼男の

ゼミで学び、しかも学卒後すぐに私大の助手とし

て採用された逸材であり、その後に続く 1930年代

生まれで新制大学卒の若手政治学者の「インフォ

ーマルなリーダー的存在」として、 「松下の御茶

ノ水の下宿や藤田の紅古田の家は、一種梁山泊の

観を呈していた」という(ヘこうした学問的経歴

からも、戦中派と戦後派の中聞に生まれて、戦後

に青年期を迎えた第1世代としてはもっとも早くに

「戦後民主主義Jを継承した人物として、松下を

戦後思想史研究の文脈で取り上げる意義は大きい

と思われる。

このように、戦後日本が大きく変容してゆく安

保以後において、民主主義の実現という課題につ

いて、現実政治との関連の中でもっとも精力的か

っ広範に取り組んだ人物の 1人として松下圭ーを

取り上げ、 ω年安保以後の「戦後民主主義」思想
の継承と展開の1つのモデルを明らかにするととも

に、現代において民主主義をいかに実質的に確保

してゆくかという問題について今日でも学ぴうる

論点を引き出すのが、本研究の目的である。

第2節先行研究にお防る松下圭ーの扱い

松下が研究対象としたものには、最初期のジョ

ン・ロック論、続いて論壇で大きな論争を引き起

こした1950年代後半の大衆社会論、その後60年安

保を経た1960年代の構造改革論、地域民主主義・

自治体改革論、シピJレ・ミニマム論、市民論、分

節民主主義論、さらに1970年代以後の都市政策論、

憲法論、防衛論、文化政策論など多岐にわたり、

一見すると統一的な理解をすることが困難なよう

にも思われる。先行研究においても、早くは田島

節夫，.)から、都築勉(円、米原謙，.)、大撮秀夫刷、

田口富久治(10)などの研究が見られるが、それらは

論争史や学説史を通史的に書くうえで松下の政治

理論を取り上げたものであり、大衆社会論や市民

論などの個別の論点を取り上げるにとどまってい

る。むろん、それらの研究は個別の論点を理解す

且2

る上では十分に参考としうるものであるが、戦後

日本という文脈における松下政治理論の発展過程、

したがって松下がどのような価値意識を持って、

どういった状況の中で、何を見て理論形成をして

きたのか 「戦後民主主義」の発展過程 を

考えるためには、個別論点をピックアップして論

じるのではなく、多岐にわたる論点、を統一的に捉

える視角が必要であろう。

この点で参考となるのは、平田哲男と山田竜作の

研究である。これらは、松下の政治理論それ自体

を対象にして、それを総体として把握しようとし

た数少ない先行研究である。

平田の「日本における市民政治理論の展開J'叫
および「日本における市民政治理論の特質J(lのは、

1950年代後半から1970年代にかけての松下の政治

理論を、丸山民男を引き継ぐ「現代的市民政治理

論」として取り上げ、その主要理論である「市民

的人間型」論、市民運動論、 「シピJレ・ミニマム」

論の論理構造を明らかにし、さらに、そこに見ら

れる、社会形態論、政治観、国家観、自由論、工

業化論、市民自治論、政治学再構築論といった、

松下の基本的な認識の視座を論じた研究である。

平田の研究は、松下の政治理論について包括的に

論じたおそらく最初の研究であるが、そこで論じ

られた松下政治理論の理解の多くは妥当なものと

恩われる。

しかし一方で、平田の研究は、松下の政治理論

の発展ないし変遷の過程には触れておらず、 1950

年代後半から1980年代はじめまでの20年あまりの

聞の著作を同列に扱って論じているため、たとえ

ば「集団」概念の内実など、時代を下るにつれて

その意味内容に変化が見られた点については十分

に捉えきれていない点が見受けられる。また同じ

理由から、松下が現実政治の問題や変容する日本

社会の同時代的な観察から理論を組み立ててきた

という側面が十分に取り入れられていないように

恩われる。

他方、山田による研究(13)は、松下の議論をロッ

ク研究における「市民政治理論」にまでさかのぼ

り、そこで見出された「市民政治理論から大衆社



会論へJ(l4)という枠組みに従って、松下の政治理
論の発展過程を明らかにするとともに、当時の西

洋における大衆社会論と比較しての松下の独自性

や、 1980年代以降の現代デモクラシー論と比較し

ての類似性・先駆性を論じたものである。とくに、

松下は市民自治論に至って大衆社会論を放棄した

のではなく、むしろ「市民政治理論から大衆社会

論へ」という枠組みこそ松下の後年の議論まで続

く基本的なパラダイムになっている、という指摘岬

は、松下の理論的発展について言うならば適切な

理解だと思われ、本論考もその視角を共有するも

のである。

ただし、山田は松下の政治理論を一種の「参加

デモクラシーJ論と見なしている地雷、その「参加」

の単位およびその内実についての考察は不十分で

あるように恩われる。そのため、山田の議論では、

松下が大衆社会における政治主体を「市民」に求

め、自治体を「レス・ププリカ」として構想した

と言っても、 「市民」がどのように「レス・ププ

リカ」に「参加」してゆくのかが判然としない。

そのほか、山田の研究においては、同時代の草

新勢力の動向と松下の政治理論との関係について

も注意が払われているが、なぜか1960年前後の警

職法反対運動や60年安保などと松下政治理論との

関係については言及が少ない。戦後思想史におい

てこれらの国民運動は決定的に重要な出来事であ

るし、事実、本論で見てゆくように、松下もそれ

らから決定的な影響を受け、後年もその重要性を

繰り返し述べていることから、この点は軽視でき

ないように思われる。

第3節研究の視角と方法

前述の点をふまえて、以降展開される本論では、

1950年代後半から1960年代末にかけての松下の著

作について、現実政治に対する認識と政治理論の

発展との関係という観点から分析し、とくに60年

安保以後、松下が「戦後民主主義」の実質化とい

う課題にどう取り組んだのか、また、その議論が

60年安保以後の変容する日本の思想状況において

どういった位置を占めていたのかを明らかにする。

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

すなわち本論考は、同時代の戦後日本の文脈の中

で、松下の政治理論が「戦後民主主義」の実質化

という課題において果たした役割について、その

意義と限界を明らかにしようとするものである。

具体的には、松下の著作について、その最初期の

ものから、松下の理論が一定の完成をみる1960年

代末のものまで、年代を追って順に分析してゆく o

本論考の構成としては、まず第1章において、

松下の政治理論の基本的な前提をなす「市民社会

理論から大衆社会論へ」という理論構成を見る。

続いて第2章において、そうした基本的な理論構成

が戦後日本の現実政治の状況においてどのように

展開され、また発展していったかを、 (1)ω年安
保以前の、勤評闘争・警職法反対運動での「抵抗

権」論、 (2)ω年安保から19ω年代前半にかけて

の、 「地域民主主義」・「自治体改革」論と社会

党構造改草論、 (3) 19印年代後半以降の、草新自

治体・反戦運動・大学紛争の中での「市民J論と

「分節民主主義」論の3つの段階に分けて詳述す

る。最後に第3章において、そうした松下の政治

理論の特徴を明らかにし、その意義と限界につい

て、同時代だけでなくその後の現実政治の展開も

ふまえながら検討し、現代において松下の政治理

論から学びうる論点について考える。

なお、最後に「戦後民主主義」という用語につ

いて説明しておく必要があるだろう。というのは、

「戦後民主主義」という概念は、それを用いる論

者の視角・立場・そして何よりも世代によってそ

の意味内容がまったく異なる、きわめて込み入っ

た概念であるからである。しばしば「戦後民主主

義のチャンピオン」とされる丸山興男は、 rT戦後
民主主義」という場合に、戦後の憲法体系[…]

をいうのか、また現実の政治体制[……]をいう

のか、それとも、社会主義運動や労働運動をふく

めた、民主主義を名とする運動の現実[……]を

いうのか、それとも、最後に、世界的にはじめて

公然と否定する政治勢力が消滅したデモクラシイ

の理念をいうのか、その位は弁別して議論してほ

83 



北大法政ジャーナルNo.162(四

しいものだ」とノートに記しているが刷、本論考

においてもこの概念の意味内容について一定の「

弁別」を与えておく必要があろう。本論考で用い

る「戦後民主主義」とは、日本国憲法およぴ一連

の戦後改草によって制度化され、また60年安保に

おいては運動として表れた、平和と民主主義を基

軸とする、戦後日本のあるべき姿とされた理念で

衆社会論を理解するためには、この「市民政治理

論」論文をその前提として把握する必要がある。

そこで、大衆社会論については第2節で検討する

こととし、最初の第1節ではまず、それ以前に害

かれたこの「市民政治理論」論文での松下の議論

を見てゆく。

ある(このうち本論考ではとくに民主主義の理念 館1節 『市民政治理.Jの理酋構造とその形成
に重点を置いて「戦線民主主義」概念を用いる)0 ・定着過程

したがって「戦後民主主義」の実質化とは、そう

した抽象的理念を、現実の制度および運動の中に

おいてより望ましく十全な形で具体化しようとい

う、理念と現実とのあいだを架橋する実践的な知

的作業にほかならない。本論考は、そうした先入

の知的格闘の軌跡をたどるものでもある。

第1車松下政治理簡の甚本的簡前提

本章では、松下の政治理論の基本的諸前提につ

いて論述する。松下の政治理論を終始貫く基本的

諸前提は、いわゆる大衆社会論争の引き金ともな

った1956年の「大衆国家の成立とその問題性J'同

に代表される、 1950年代後半の論文に集約されて

いると言ってよい。

しかし松下はそれに先立ち、 「ロックにおける

近代政治思想の成立とその展開」凶「名誉草命の

イデオロギー構造とロック」凶「集団観念の形成

と市民政治理論の構造転換」醐という3つのロック

論を著していた"九このうち 3つ目の「集団観念

の形成と市民政治理論の構造転換」は、その後の

松下の政治理論との関連においてとくに重要であ

る。というのは、この論文は、ロックによって完

成を見る「自由Jな「個人」の「市民社会」とい

う「市民政治理論」の理論構造と、その形成・定

着・転換過程を論じる予定だった(第 1章第1節

の途中までしか発表されず、未完に終わった)論

文であり、そこで論じられた「市民政治理論」こ

そが、のちの大衆社会論における「市民社会から

大衆社会へ」というテーゼの「市民社会」の部分

を成すものだからである。したがって、松下の大
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+r市民政治理論』とその形成過程
松下が「市民政治理論」論文で論じているのは、

前述したとおり、ロックによって完成を見る「自

由」な「個人」の「市民社会」という「市民政治

理論」の理論構造と、その形成・定着・転換過程

である。そこでの松下の議論を要約すると、以下

のようになる。

この論文でまず松下は、 「権力」対「自由」と

いう政治的価値対立の成立過程について説明する

。松下は、中世後期の宗教改革、絶対主義、暴君

放伐論などをあげながら「権力」対「自由Jの価

値対立を歴史的に説明し園、さらにこれを近代的

な社会契約説で「国家権力」対「個人自由Jとし

て発展させた人物として、グロテイウスやホップ

ズをあげる刷。そのうえで松下は、自然権を有す

る「自由」な「個人」による社会契約として「国

家権力」を帰結したホップズの理論について、個

人自由から出発しながら、しかし結果として国家

権力の万能性すなわち個人自由の圧殺をもたらす

ものであったと論じる。

そして松下は、このホップズのたどった途を避

けながら、 「同家権力」対「個人自由」のアンチ

ノミーを最終的に止揚したのがロックであると主

張する。松下によれば、ロックは、ホップズと同

様に「自由」な「個人」を自然状態としてその理

論的基底におきながら、 「市民社会Jcivil society 
というカテゴリを独自に導入することで、社会契

約説を直接に「国家権力」の形成と結びつけるの

でなく、 「市民社会」の形成およびそれに信託さ

れた「政府」の設立というかたちで位置づけたと

される。すなわち、 「個人自由」の自然権を、原



回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

子論的結合体として「国家」ではなく「市民社会」 クの系譜に位置づけられるのである rT社会主
に集約し、あくまでも実体的権力を「市民社会」 義JSocialismは、まさに「社会・主義Jsociety 

の側に置くことで(草命権の留保)、 「国家権力J ismの正統の後継者であった」。国

= I政府」を純粋な手続的権力機構として位置づ

ける 「国家」を「個人自由」の結合体である 第2節 『市民政治理鴎』の転換一一大衆祉舎の

「市民社会」のコロラリーに転化させたというの 成立

である。凶

以上のようにして形成された、 「国家対個人」

の3重の連関による社会理論=政治理論、すなわ

ち、 「権力」に対する「自由」を価値観念とし、

その主体として「国家」に対する「個人」を帯導

観念としながら、それらを「市民社会」観念を結

集軸とした社会契約によって、 「政府対社会」と

いう安定した政治機構論へと構成してゆく政治理

論が、松下の言う「市民政治理論」である。

+r市民政治理論」の定着
松下によれば、ロックによって完成した「市民

政治理論」は、 「市民社会」観念の普及という形

で、その後、とくにイギリスにおいて思想的に定

着していったという。「市民社会」観念は、ヒュー

ム、 7ァーガソン、ブラックストーン、ベイン、

ゴッドウィン、スミスなどを通じて、体制を肯定

する側にも否定する側にも継承され続け、最終的

にはベンサムやジェームズ・ミルでその極致を見

る。すなわち、「最大多数の最大幸福」という言葉

に象徴的に表されているような、普遍的量的人聞

を前提とした原子論的機械論的な等質の「市民社

会」観念が、選挙法改正による普通選挙導入を正

当化する政治理論としても帰結されるのである。(剖

さらに、松下によれば、マルクスにおいでさえ「

市民社会」の観念は維持されているという。すな

わち、マルクスは「階級」というカテゴリを用い

ることで、 「国家」対「個人」の問題をプルジョ

ア「閏家」対プロレタリア「個人」の問題として

再定義したが、マルクスにおけるこの「階級」に

よる「国家」の止揚こそが、まさに「自由」なプ

ロレタリア「個人」の結合としての「市民社会」

=共産主義社会にほかならないという。したがっ

て「市民政治理論」においては、マルクスもロッ

しかし、生産力がさらに高度に発達し、資本主

義経済が独占資本の段階に至ると、 「市民政治理

論」は決定的に崩壊することとなる。すなわち、

独占資本段階における資本の集積・集中は、生産

の社会化と生産機構の寡頭化を進行させるととも

に、全人口量の圧倒的多数をプロレタリア化させ

てゆく。これにより、 「市民社会」においてその

構成主体であった、教養と財産のあるブルジョア

(= I自由」な「個人J)は消滅し、それに代わっ

て経済的・社会的・政治的に進出してきた大量の

プロレタリア化した人口が新たに社会の構成主体

となる。その結果、 「市民社会」は「大衆社会」

へと転換し、 「市民政治理論」は「転回」するの

である。'Z7'

+r市民社会」から『大衆社会』へ
この転換を論じたのが、 「大衆国家の成立とそ

の問題性」である倒。松下は1956年、 『思想』誌

上にこの論文を発表する。この論文の議論を約言

すれば、近代「市民社会」から現代「大衆社会」

へというパラダイムの主張であり、 「大衆社会」

における政治的問題状況の克服という問題提起で

ある。その後も一貫して見られる松下の問題意識

は、この論文に代表される1950年代後半の一連の

大衆社会論に集約されている。以下、 「大衆同家

の成立とその問題性」において論じられた、 「市

民社会」から「大衆杜会」への転換の論理を見て

ゆく。

まず第1に、 「経済構造」のレベルにおいて、

産業資本段階から独占資本段階への移行により、

生産の社会化が進行する。とれは生産過程におい

ては、大規模工場制の成立に伴う、生産過程の機

械的「組織化」と、未熟練労働者の圧倒的増大に

よる人口量のプロレタリア化=I原子化」をもた
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らす。

第2に、 「経済構造」の変化は、それを基盤と

する「社会形態Jにも変化をもたらす。それは、

伝統的生産手段から看離され「原子化」された個
、、、

人が、政治・経済・社会の全領域において官僚機

構へと「組織化Jされてゆく (AI機構化J=ウ

ェーパーの官僚制論)と同時に、コミュニケーシ

ヨン技術の発達に伴って、政治・経済・社会の利

害分化に沿って各種諸集団へと「組織化」されて

ゆく (BI集団化J=英米多元主義理論)という、
矛盾した2面となってあらわれる。幽

さらに、その社会過程について見れば、社会全

体の高度なa技術化によって社会環境は空間的に

も時間的にも巨大かつ複雑になり、しかもそれが

めまぐるしく変転する中で、個人は相対的に孤立

化・断片化してゆく酬。また、それまで私的な人

間感情の受け皿であった伝統的生活環境が崩壊し

てゆくことで、人間の感情は社会へと放出され、

社会過程のb情緒化が進行する。

こうして、独占段階においては、 「啓蒙思想を

背景として形成された自由・平等・独立な合理的

実体としての〈市民〉は、 A.専門人化し、 B.

集団人化するとともに、 a.孤立化し、 b.情緒

化していくJ(，九かくして、近代における「市民

社会」は崩壊し、現代における「大衆社会」が立

ち上がってくるのである。

第3に、 「社会形態」レベルにおける「大衆社

会」の成立と対応して、 「政治体制」に変化が生

じる。すなわち、独占段階においてプロレタリ7

化した労働者階級は、労働組合・労働者政党によ

る集団化と、普通選挙権による政治的平等化とに

よって、政治主体として登場してくるのである。幽

しかし、それは同時に、労働者階級に対する国

家の側からの対応として福祉国家をもたらし、閏

家を主体とする社会主義という幻想を増大させる。

労働者階級は政治的主体としてよりは福祉国家の

客体として位置づけられ、受動化せしめられる。

これに対応して、労働者階級の側からも、草命構

想を放棄した社会民主主義政党の登場という形で

福祉国家への自己馴化がなされる。(関)
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自己馴化した労働者階級は、体制(=議会制民

主主義と普通選挙権)の内部で受益者として客体

化きれるにしたがい、その意識を国家に接近させ

てゆく。かつての産業資本主義=I市民社会」に

おいては体制の外にあり、したがって政治的には

「非存在JI無」であった圧倒的多数の労働者階

級が、こんどは体制内部の政治的構成主体たる

「大衆」として、しかし受動化せしめられた形で

位置づけられるようになってくるのである。 I階

縁」はここにおいてはじめて「大衆」として政治

体制内に定着し、ここに「大衆デモクラシー」が

成立するのである。(叫

さらに、独占段階における帝園主義戦争は、国

家と大衆をよりいっそう接近させ、ついには「大

衆ナショナリズム」を生み出す。こうして、 I圧

倒的人口量のプロレタリア化、 E国家総動員を可

能とするような大量生産・大量流通のテクノロジ

ー発達、 E政治的平等化の拡大は、最終的に「大

衆国家」へと帰結する。この「大衆国家」におい

て、かつて名望家による自由な「討論」の場であ

った議会は、大衆の圧力のもとでの「潰壇Jとな

り、選挙は「人民投票」的性格を帯びてくる。す

なわち、 「大衆国家」の政治過程においては、「議

会主権」は崩壊し、議会は人民投票的大衆議会と

なるのである。この「大衆デモクラシー」の政治

過程の上で、大衆操作によって政治的自由を空洞

化しながら、疑似デモクヲシーとしてのツェザリ

スムス(大衆委任的独裁)を完成させたのがファ

シズムであった。(剖ここにおいて、 「権力」に対

抗する「自由」は決定的な危機に陥るのである。

.大衆社会の問題状況克服への途

以上が松下の「大衆社会論」の理論構造である。

ここで示された、 「市民社会」から「大衆社会」

への転換は、一種の歴史観として松下の政治理論

の基本的前提となっている。松下はこの前提に立

ったうえで、大衆社会の問題状況を克服する方途

を探ろうとする。

松下は、その問題状況の克服について以下のよ

うに述べる。 Iこの克服はまさに〈大衆〉状況を



もたらした社会形態の変化自体によって条件づけ

られており、そしてむしろ、これは積極的条件と

して機能しうるのであるJ(36)。すなわち、 「大衆

社会」という社会形態の中にこそ克服の条件があ

るというのである。松下は、大衆社会状況の日常

における活動の重要性を説き、その方途として、

第1に、形式的には保持されている「市民的自由」

の実質的な確保、第2に、市民的自由の初等学校

としての「自主的集団」の形成をあげる。 I市民

的自由は、形式的自由として排斥されることなく

むしろ変革という階級の論理の内部に結合しさら

に再構成されなければならないJI自主的集団は個

人を政治的に訓練していくとともに、体制の論理

への抵抗殻として機能する」刷。そしてそのうえ

で、政治のウルティマ・ラティオとしての体制変

草を考えてゆく必要があると述べる。

ここでの「市民的自由の実質的確保のための自

主的集団」という松下の主張は、ラスキの多元的

政治理論をその理論的背景としていた。松下は、

同時期に執筆していた 11巨大社会」における集団
理論」側という論文の中で、ラスキの多元的政治

理論を、 I(集団〉観念を基軸とする市民政治理論

の普遍的な転換の特殊イギリス的展開」酬と位置

づけ、とくにそこにおける「自由」の担い手の転

換と再構成、すなわち I(集団〉による人民の主体

性=自由の再構成」酬の提起の重要性を強調した。

「労働者階級の自由は福祉国家的「大衆国家」に

おいてではなくして、 〈集団)のフェデラJレな構

成をとった「共同社会Jcommunityにおいて確保

せられるであろう。個人は、 〈国家)において救

済されるのではなくして、 (集団〉において主体

性を再構成するのである。」刷「あたらしく(集団〉

による自由が提起きれている。自由な(個人〉の
アソセイシ.，

自発的〈集団〉としての「目的団体」による「共
ミユニティ

同社会」のフェデラ1レな構成という理論がこれで

ある。」幽「自主的集団が自由の抵抗殻として中央

政治機構を実質的に制限すると同時に機能的にも

制約する。[……]大衆社会における権力集中の

技術的必然性は、集団課程の内部において中和き

れてゆく。」岡松下はこのように述べて、 「自主的

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

集団」による中央政治権力への抵抗の可能性を模

索していた。この時点ではまだそれ以上の具体性

を与えられてはいないが、ここで表明された、大

衆社会の内部からの大衆社会状況の克服、すなわ

ち「現代における自由の条件」凶を探ることこそ

が、松下の設定した課題であり、その後、戦後日

本の政治的展開の中で、 「戦後民主主義」の実質

化として具体的に追求されてゆくこととなる、松

下の政治理論の価値意識における前提であった。

第2軍鵬後日本における松下政治理酋の具体的

風聞

第1節新憲法感覚の定着とその可能性

大衆社会論を提起した後、松下は戦後日本社会

の分析に取り組んでゆく。そこで松下が析出しよ

うとしたものは、それまでの理論枠組みでは捉え

ることのできなかった、大衆社会としての戦後日

本の姿と、そこにおける政治的可能性である。そ

のとき松下の眼前に広がっていたのは、政治的に

はいわゆる55年体制が成立し、経済的にもようや

く戦後復興を終え、「もはや戦後ではないJ(1956 

年度『経済自害j)と言われた、 「第2の戦後」と

しての戦後日本である。そこには、レジャー、マ

スコミ、消費といった大衆社会的問題状況と同時

に、のちの60年安保につながるような、 「戦後民

主主義」における重要な政治的・思想的要素も伏

流していた。松下はこれを先駆的に認識・把握し、

理論づけようとするのである。

.戦後日本と大衆社会

松下は、 1957年の「日本における大衆社会論の

意義J闘において、大衆社会論を日本社会へ適用

することの意義を説明する。ここで松下が主張し

ているのは、大衆社会論の近代・現代2段階論の

有効性である。それは、日本の前近代性を主張し、

当時のアカデミズム・論壇において大きな影響力

を持っていたマルクス主義といわゆる戦後啓蒙と

に対する批判でもあった。

松下は、マルクス主義と戦後啓蒙の理論的不備

87 



北大法政ジャーナル No.162(四

の例として太平洋戦争の見方をあげ、日本が太平

洋戦争をまがりなりにも「全体戦争」として遂行

しえた要因は、その現代的な大衆社会の成立にこ

そあると主張する。

そのうえで松下は、そうした戦争の遺産として

の戦後の大衆社会状況にあって、労働運動や各種

サークル、マスメディア、娯楽、スポーッ、平和

運動などが独占資本の内部から現れてきたことを

指摘し、 「したがって太平洋戦争を帝国主義戦争

という「本質」規定のみでは、この戦争の職後日

本にたいする意味を十分に把握することが出来な

い」として、講座派的な独占資本主義理解を新し

い視角でとらえ直す必要があると述べる酬。新し

い視角とは、経済的基礎や政治体制だけでなく、

杜会形態にも着目した分析のことであり、松下は

自身の大衆杜会論をそうした社会形態論を含んだ

分析の一環として位置づけるのである。

以上のように松下は、戦後日本の理論的課題と

して、 rT封建対近代」という戦後10年間の啓蒙思
想の再検討」附を提唱し、大衆社会論という新た

な視角で日本の戦後社会をとらえ置そうと試みた

のである。

.戦後日本大衆社会のプラス酉一一抵抗権思想

そうした松下の新しい視角 「大衆社会論」

ーーは、戦後日本の革新運動に新しい思想を導入

することとなる。松下は1958年、 「忘れられた抵

抗権」凶を発表するロ松下はそこで、再軍備・勤

評問題・憲法改正の動きなど当時のいわゆる「逆

コース」や、大衆社会化の中にありながら、一方

で平和運動や警職法反対運動が大衆の内部から立

ち上がっていることをあげ、民主主義と自由の思

想が「すでに国民的スケールで定着しはじめてい

ることはうたがいえない」と述べる倒。そして、

この後者の方向性をのばしていくために松下が提

唱するのが、悪政に対する自由の擁護という、「抵

抗権」の思想である。松下はこれを「戦後民主主

義」擁護の思想と位置づける。すなわち、 「戦後

民主主義剛は「外から」あるいは「上から」では

あれ、そしてまたふるい遺制の残存、再組J織化の
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進行にもかかわらず、自由をともかく「法制」的

に実現し、これが大衆の生活の内部に定着し、大

衆自体が悪政に抵抗しながら自由の擁護者となっ

て登場している」剛というのである。

松下は、 「現段階では、抵抗の思想は童委社会

主義革命へと結合されるよりも、自由・民主主義

擁護へと結合きれて、はじめて政治的現実性をも

つものとなっている。革命にむけての直接的攻撃

よりも「戦後民主主義」によってもたらされた既

得権の防衛が直接の課題となっている現在、その

思想も社会主義への「必然性」の認識よりも自由

・民主主義にもとづく「抵抗権」の思想でなけれ

ばならないであろうJ<叫としたうえで、独占段階

における反動がファシズムとして現れるかぎり、

市民的自由・政治的自由の評価の上に立った社会

民主主義による「戦後民主主義」の確保を抵抗権

の延長に据える。

その一方で松下は、大衆社会においてマス・デ

モクラシー的大衆操作がナチズムキマッカーシズ

ムのように民主主義を間接的に空洞化していく危

険に言及しながら、 「抵抗権観念は、人民の全体

意志へと個人を解消することなく、つねに全体意

志を表示する政府にたいする個人の判断・評価を

留保せしめうる」として、リベラリズムにもとづ

くこの抵抗権が「デモクラシーの自家中毒の可能

性にたいする保障」となることも指摘している。闘

すなわち、戦後日本における抵抗権思想の発現は、

「戦後民主主義の確保と民主主義自体の自家中毒

(マス・デモクラシー化)に対する保障」という

2つの機能をも有しているのである。刷

さらに松下は、抵抗権思想はそうした「防衛」

だけでなく、社会主義への「変革」の機能も呆た

すと主張する。松下は、原水爆の登場と社会主義

圏の確立によって「対外戦争を草命へ」というレ

ーニンの命題が現代では通用しなくなっているこ

と、日本では体制および同盟国アメリカの強大な

軍事力・警察力が存在するとと、体制的に市民的

・政治的自由が実現されており、先進資本主義国

と同様の中間層を生み出していることなどをあげ

て、現代日本における草命はロシア草命や中国草



命とは決定的に条件が異なることを指摘する。そ

のうえで松下は、現代日本における社会主義草命

は、反ファシズム闘争として「自由・民主主義擁

護闘争としてまず登場し、議会的手段や大衆組織

による闘争方法の確保が不可避となる」とする。国

また、こうした「防衛」と「変革」という抵抗

権の2重の機能は、日本においては憲法擁護運動

の理論としても位置づけられる。すなわち、自民

党政権の憲法改正に対する新憲法「防衛」の側面

と、来るべき革新政権の政策として新憲法の自由

と権利の完全実現を目指し、またそれを監視する

という「変革」の側面である酬。当時、社会党と

共産党を代表とする革新陣営が憲法擁護を政治的

プログラムとしてはまだ十分に位置づけていなか

ったことを考えると、この点は、その後の60年安

保につながる、戦後憲法の位置づけに関する重要

な指摘であると言える。

そして、これらの認識の上で抵抗権を前提とし

て自由を再評価することは、組J織論的には「社会

民主主義とコミユニズムの統一戦線にたいする思

想的前提を提供することになる」という。この主

張の背景には、反ファシズム人民戦線以来、ソ連

および西欧のコミュニズムが自由と民主主義を再

評価し、コミンテルン型のコミユニズムから転換

を図っているという松下の状況認識があった。

これは社会民主主義政党との統一戦線の思想が、

一時的方便としてではなくして、人民の自由と

いう普遍的価値を中核として成熟してきたこと

を意味している。抵抗権思想は7アシズム、悪

政に対決しながらこの自由を社会主義運動へと、

思想的に結合する視角をきりひらくものである

といえる。そうして日本においても、新憲法に

よって大衆がこの自由と権利を確保したかぎり、

抵抗権思想は反体制運動の思想的前提となる条

件をもったわけである。

このように述べたうえで松下は、現代における

抵抗の主体として「集団」を提起する。 19世紀に

おける市民的自由は、財産を基盤とした教養ある

プルジョワ「個人」を主体とした自由であったが、

20世紀における市民的自由は、もはや財産を持た

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

ずプロレタリア化した「大衆」の自由である。現

代においては統治機構も巨大化している以上、具

体的な抵抗主体としては単純に「個人」をその基

礎を置くことは難しい。したがって現代において

は、市民的自由の確保は「個人」の自由を組織化

する以外に、すなわち「抵抗権」は「集団Jの抵

抗運動として組織される以外には有効性を持ち得

ないーーというのがここでの松下の主張である。

「組織なき個人の抵抗は荒野に叫ぶ声にひとしい」

のである。聞

ここで松下が念頭に置いている「集団」とは、

政党、労組、婦人団体、宗教団体、文化団体など

の、自発的団体である。松下は、こうした集団の

政治的役割を、 「抵抗権の組織化」と定義する。

そして、各集団を抵抗団体として結集する中核と

して、松下は政党のリーダーシップをあげる。集

団が日常的利益の追求にとどまらずに体制変草と

いう政治的役割を果たすためには、抵抗権がその

思想的中核となり、政党のリーダーシップがその

組織的中核となる必要があるというのである。

これらの提起に、先述したラスキの「集団」理

論の発想が反映されているのは明らかだろう。し

かも、松下はここではさらにl歩踏み込んで、政党

を中核とした「集団」の統一戦線構想にまで理論

を発展させているのである。このような、政党を

中核とした各種「集団」の統一戦線こそが、松下

の構想した現代的な「抵抗権」復活の姿であった。

この松下の発想の現実的な背景には、勤評闘争

における地域共同会議の存在があった。社会主義

革命を掲げたわけではなく、直接には平和教育擁

護を唱えて組織化を行ったこの運動に対して、松

下は悪政に対して自由を擁護する抵抗権の現代的

萌芽を見たのである。松下は言う。 Iたしかに現

在、日本の歴史を通じて、はじめて保守すべきも

のを新憲法によって大衆は獲得したのであり、新

憲法は大衆の保守意識(これはけっして反動意識

ではなく、むしろある意味では健全な良識はつね

に保守意識でもある)によって、現在ささえられ

ているともいえる。改草は、逆に、政府の反動政

策として強行されているのではないか。[ ・]
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保守さるべき自由は、抵抗権思想に支えられつつ

さらに拡大され社会主義への道を拡大しなけれ

ばならない。しかもこの抵抗権こそ個人の私的利

害を、公的政治へと転化せしめうる思想的なキリ

カエ装置である」冊。松下はこのように、大衆社

会内部から出てきた「集団」による「抵抗権」の

思想を中核として市民的自由を確保することに、

「戦後民主主義Jの実質化の展望を見、さらには

社会主義への体制変革を構想したのである。(殴)

第2節 60年安保経酸から自治体改革へ

+60年安保の経験と居住組爺への着目

1960年の5月から6月にかけて、日本は巨大な政

治的エネルギーのうねりに覆われた。 60年安保で

ある。 5月19日に岸信介首相が強行採決を敢行し

たことで運動のスローガンは安保反対から民主主

義擁護へと転換し、強行採決翌日には10万人とも

いわれる人々が国会や首相官邸を取り囲んでデモ

を行い、以降も連日デモの波が続いた。条約改正

自体は自然承寵という形で成立するが、 60年安保

は戦後最大の民主主義運動となった。

松下も実際に都市部の運動に参加しており、 60

年安保の思想的成呆について、自身が「忘れられ

た抵抗権」で提起した、国民運動の思想(=抵抗

権)と組織(=共闘会議・統一戦線)とが中核的

意味を持って定着しつつあると述べ、 「新しい国

民の形成のはじまりJI日本の民主主義の歴史に

おける叙事詩的光景JI制度として導入された戦
後民主主義が、 1人l人の自発的行動として成長し

ていることをものがたるもの」と評価する刷。こ

うした60年安保の肯定評価は、同様に運動に参加

した、丸山興男、犠見俊輔、竹内好などの知識人

たちと共通していた。

しかし、同時に松下は60年安保の限界も指摘す

る。松下は、 「安保国民運動が拡大した市民的抵

抗は、実質的に都市どまりであって農村の奥深く

までは拡大しえなかった」と述べ、農村において

は市民的抵抗の感覚どころか個人の自由という基

本的な新憲法感覚すら抑圧されているとして、こ

れを「マス状況Jと「ムラ状況」の2重構造と表

ω 

現する(匂阻刷e倒削1υ)

この松下の6ω0年安保評価は、それ自体としては

必ずしも特異なものではない。運動に参加したほ

かの知識人の中にも、都市と農村との2重構造を指

摘する意見は見られた刷。しかし、松下の場合、

こうした評価はじつは60年安保以前から述べられ

ていたのである。

松下は60年安保以前に、「中間層の生活構造」剛

(19ω年1月)や「戦後世代論の座標軸」幽 (19ω

年4月)などにおいて、都市と農村との2重構造

の問題について論じていた。それらの議論の中で

注目すべき点は、そこで松下が言う「ムラ状況」

が、文字通りのムラである農村だけでなく、 「職

場のムラ」たる中小企業や、 「地域のムラJたる

町内会、部落会、防犯協会、 PTA、商唐会、業

界団体地域支部、納税組合、婦人会、青年園、消

防団、氏子団体など地域団体側、すなわち「都市

の中のムラ」をも意味していたという点である。

松下は当時、東京都政調査会の行った杉並区にお

ける政治構造の調査に参画し、杉並区のような比

較的先進的と思われる都市部においても、その末

端には「ムラ状況」が残存していることを認識し

ていた刷。これは逆に言えば、日本において能動

的にも受動的にも「マス状況」を享受し得ている

のはせいぜい新中間層たる大企業のホワイトカラ

ー層だけであり、しかもその享受も 11家庭Jと
「街頭」において事受されるにすぎない」附とい

うことである。松下によれば、農村や都市におい

て「ムラ」組織の中核を担っているのは、保守的

な政治感覚を持った旧中間層の地域有力者であり、

それらはまた実際に選挙の後援会として政治的保

守派に動員されているという。

こうした日本に遍在する「ムラ状況」の問題点

に対して、松下は、 「先進労働者をふくめた地域

居住のあらゆる階層の人たちが〈個人〉として参

加する居住組織」を提唱する。ここで言う「居住

組織」とは、たんなる文化的な「サークルJにと

どまるものではなく、政党や労組などの草新勢力

によって制度化された組織である。松下がここで

念頭に置いているのは、安保運動において、民擁



連(民主主義擁護連合)、民団協(日本民営職業団

体協会)、平民共闘などの下部組職として出来た居

住組織であるが、松下はこれらの居住組織の政治

的可能性に注目し、 「柱々カンパニヤ組織にとど

まりがちな「市民会議」、あるいは同質集団に転化

しやすい「サークルJJの欠点を克服して、 「町内

会、部落会におさえられ、革新の不毛領域とみな

されていた地域の民主化という政治課題に応え」

ょうとしたのである。幽

それはまた同時に、 ω年安保のもう 1つの問題
点として同時期に提起きれていた、 「反体制運動

における労働者〈階級〉の指導性と、民主主義の

〈市民〉的普通性という論理的緊張関係」酬の問

題を解消し、両者を結合させるための、松下なり

の解答でもあった。 I組合が、いかなる形にせよ

組合員の女房すら組織できないトーチャン組合で

あったり、地域活動では組合公式主義をふりまわ

すというような「閉ざされた組合意識JJ冊を突破

して、居住地域レベルでの市民的抵抗を拡大して

こそ、地域に強力に根付く「ムラ状況」と対決し

うる、というのがここでの松下の判断であり、そ

れは松下自身の安保運動経験の反省にも基づくも

のであった。松下によれば、地区共闘のために設

定された都市の各プロックも、 「組合、民主団体

の連合体にとどまり、居住団体の組織化がおこな

われていないため、居住との交流は、表面を流れ

るピラまきと街頭演説におわった」り、 「実質的

には既成組織のための国会デモ動員の連絡所にな

っていた」りしたという問。こうした組織と市民

との分裂状況を克服するためにも、 「居住組織」

が必要とされたのである。

+r地域民主主義J r自治体改革」の提起
翌1961年、松下はω年安保以後1年のあいだに
書いた論文を集約し、 「地域民主主義の課題と展

望」同と題して『思想』誌上に発表した。この論

文において、前述した松下の居住組織構想は「地

域民主主義JI自治体改草」として定式化される。

そこでは、居住組織の必要性があらためて主張さ

れるとともに、これを民主主義実現のための課題

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

としてより一般化させた議論が展開されている。

松下はここで、居住組織論から 1歩議論を進め

て、「民主的居住組織の形成による地域民主主義の

確立、これにささえられた体制変草の戦略的一環

としての自治体改草」を草新政治指導の課題にあ

げる。そして、その展望を以下のように通ベる。

この地域民主主義の運動は、具体的には、地域

末端で「民主的多数派」を形成することによっ

て「国民的統一」を日常的次元でうみだしなが

ら、

I 統一戦線の日本的原型としての地域共闘会

識を末端からささえて「固民運動」を深化拡大

L 

E 自治体改革の運動すなわち自治体共闘の母

体となって、体制の地域支配機構を底辺から制

約し、自治体の民主改造をおこなう

ことを直接の課題としている。冊

この意味で、民主的地域組織は、新憲法的「民

主主義」の実現・拡大を指向する構造改革にと

ってはもちろん、さらに議会的手段による「社

会主義」変革にとっても不可欠である。なぜな

ら議会的手段による変革にあたって、国会のみ

ならず地方議会は、国民運動の展開を背景とす

る議会外の統一戦線ないし国民連合の統一組織

によってきさえられなければならないからであ

る。(叫

ここで明らかにされている松下のピジョンは、

〈居住組織→自治体改革→国民運動→革新政党活

動→体制変革)という、民主主義実現を過した社

会主義実現のルートである。松下の言う「地域民

主主義JI自治体改革」とは、体制変革を最終目

標に据えた、 「日本における国民的統一 すな

わちデモクラシーとナショナリズムの革新的再編

成の基底形態」なのであった畑。したがってここ

では、自発的「集団」による「抵抗」の統一戦線

は、 「居住組織」を通じた「自治体改草」へと修

正されていると言える。とのように松下は、 60年

安保以降、 「街頭」からではなく地域の「居住組

織」を通じて「下から」民主主義を定着させよう

と考えるようになる。
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.社会党構造改革論との建遁

同時期に松下は、当時日本社会党で議論が盛ん

になっていた、江田三郎に代表されるいわゆる構

造改草論へと接近していく。松下は構造改草論に

ついて、思想的には、社会主義における形式的な

民主主義諸制度一一「一般民主主義」の再評価の

問題であると定位した。

すなわち、国際的な次元において、第2インター

の分裂以来、形式的なブルジョア民主主義か実質

的な人民民主主義かということをめぐって社会民

主主義とコミユニズムとの対立が見られたが、そ

の後7アシズムの勃興により民主主義それ自体が

危機に瀕する事態に直面したことで、コミンテル

ンの側からも1935年の第7回大会で一般民主主義に

対する再評価と反ファシズム統一戦線が提起され

た。これはのちのレジスタンス運動に繋がり、戦

後になっても、民主主義の擁護・拡大は社会主義

軍命への統一戦線の戦略的課題としてソ連共産党

第20回党大会で再確認された。また、圏内的な次

元においても、戦後15年の歴史の中で、勤評闘争、

警職法反対運動、 60年安保といった形で、民主主

義擁護のための国民運動が定着しつつある。松下

は、イタリア共産党の構造改草論も日本の構造改

革論も、こうした社会主義における国際的・園内

的な一般民主主義評価の動きの中で提起きれてき

たものとして位置づける。{耐

こうした認識のうえで松下は、日本の革新陣営

がこの構造改革論(=一般民主主義の再評価)と

いう問題提起に対して、これまで何ら有効な理論

化をしてこなかったことを批判する。松下は、そ

の原因について、一方での講座派的な、封建対近

代というパラダイムにおける民主主義不毛論と、

他方での労農派的なブルジョア民主主主義批判論

が、それぞれ共産党・社会党の正統的な理論にな

っており、 「この相反する 2つがクロスするなか

で現代民主主義の問題点の理解がたちおくれてい

た」ためと説明する。そして松下は、これら 2派

は実際に日本の「ムラ状況」と「マス状況」との

2重構造に対応するものであったが、 60年安保を

経験し、「ファシズムの再検討を通じて、同時に統
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一戦線論の成熟を通じて」、ょうやく問題がはっき

りしてきた状況においては、社会主義政党とし

ても、 「民主主義というものをもう 1度独占段階

における変革過程のなかでとらえ直すというとこ

ろにきている」として、「この2重構造的な状況に

対して反独占を中軸にどのようなかたちで2正面

作載を組んでいくかということが、民主主義の位

置づけにあたって特殊日本的な問題として重要」

であると述べる。間

そのうえで松下が提起するのが、 ω年安保以後
に自身が論じてきた「地域民主主義JI自治体改
革」である。松下は、地域総合開発や大企業の地

方進出という問題において、独占の問題と自治体

の問題が密着してきたと指摘する。すなわち、地

域に進出してきた企業が、旧中間層の地元有力者

と結合することで、これに対抗する地域民主主義

の運動が地域における反独占の運動とも重なって

きたのである。そして、 「その場合、単に赤旗を

振り回わすということではなくて、自治体綱領を

中心にその地域の問題をどのように住民自身の手

によって解決していくかという自治体改草運動と

結ぴっく必要があるJIいいかえるならば中央レベ

ルでの構造改草プランは、生産点のみならず、生

活点における運動、すなわち民主主義によっても

ささえられなければならない」と述べる。棚この

ように、松下は地域のレベルにおいて民主主義と

社会主義とを結びつけようとするのである。

この観点、から松下は、社会党が年度運動方針の

中で自治体改革を構造改革の「土台」として位置

づけたことを評価し、日本の革新運動にとって自

治体問題が一転機に立っていると述べる刷。革新

政党が左翼企業組合主義から脱却し、 「末端の支

部からピラミッド型につみあげられる組織政党」酬

に組織改草をすることが重要と主張していた松下

にとって、構造改輩派の江田が主導する日本社会

党の方針は1歩前進に見えたのである。松下は、保

守政治の基盤となっている地域政治において、革

新勢力の居住組織がこれと対決し、自治体改草を

おこなうこと すなわち「下からの民主化」を

実践することで、 「国家権力をほりくづしはじめ、



かっ独占の諸政策を直接、間接に改革していける」

ようになるという (81)。松下はこの「地域民主主義U

「自治体改草」を軸とした構造改草を、 「数百年

の日本における圧政の原型としてのムラをくつが

えし、そこに民主主義の基底動織をつくりあげる

こと」だとして、 「地域における「共和国」の形

成」捌「コンミユーンへの展望」酬と呼んでいる。

松下は以上のように、構造改革論と自治体改革

・地域民主主義との接合を提起した。それは、〈居

住組織→自治体改革→国民運動→革新政党活動→

体制変革〉という、下からの民主化の徹底によっ

て社会主義実現を目指す、 1つの具体的な革命の

展望であった。

第3節革新自治体、市民運動の勃興と分節民主

主‘の構想

松下が自らの政治理論との共通性を見出し、そ

の可能性に期待した日本社会党の構造改草論は、

江田の「社会主義の新しいピジョンJ (いわゆる

「江田ピジョンJ)という形で結実したが、佐々木

更三や向坂逸郎ら党内左派の抵抗にあって1962年

11月の党大会で否決され、現実政治のうえでは葬

り去られてしまう。しかし、松下はその後も自ら

の理論を洗練させ、 1960年代半ば以降、より深化

した政治理論を形成してゆくこととなる。

.現代社会の定式化一一「工業」と「民主主義」

松下は1964年、 「民主主義の現代的状況と課

題」酬という論文を発表した。この論文で松下は、

「工業」と「民主主義」という2つの座標軸を導入

して「現代」を位置づけるのである。

冒頭で松下は、 「現代における民主主義の問題

は工業との連関においてもっとも鋭くあらわれる」

と述べる。松下によれば、 「工業」と「民主主義」

はその起源をヨーロッパにもつものではあるが、

しかし現代においてそれらは特殊ヨーロッパ的な

ものではなく「世界史的意味をもっ普遍的カテゴ

リーとして定着」したという。そのうえで松下は、

「民主主義と工業を現代把握の基本視角としてと

らえ、そこに資本主義と社会主義の対決ならびに

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

民族独立という現代史のダイナミクスを設定すべ

きであろう」と述べ、現代の政治的問題を分析す

るための枠組みとして、 「工業」と「民主主義」

の重要性を主張する。(酎

松下は、 「工業化は経済的意味における社会の

物質的基盤の拡大のみならず、社会形態・生活様

式の変化、ついで政治過程の変容をうながしてい

く」とする。ここで述べられる、 1(1)人口量の

プロレタリア化、 (2)テクノロジーの発達を基礎

に、 (a)都市人口の拡大、 (b)大量消費、(c)教

育水準の上昇をもたらすことによって、資本主義

・社会主義の体制的相違にもかかわらず、社会形

態、したがってまた生活様式の変化をうみだして

くるJ(酬という議論牛、 「巨大な生産力の非生産

的ないし軍事的浪費、分配の不平等、官僚統制や

マスコミによる大衆操作という近代的政治手段に

よる政治過程の疑似ファシズム化、大量消費の空

転と大衆的アパシーの進展にともなう民主主義の

空洞化」酬などの「資本主義的・大衆社会的な2重

の疎外」といった議論は、明らかにかつての自身

の大衆社会論を踏襲したものである。ここではそ

れが「工業社会」という用語で説明されているの

である刷。

ここで注目すべきは、松下がこうした「工業社

会」における民主主義の変容について、 「大衆社

会論」以来のマイナス面も述べながら、他方で

「工業化は、伝統的な社会形態生活様式を打破す

ることによって民主主義の新しいエネルギーを解

放することになる」酬と述べて、工業社会におけ

る民主主義が「個人的自発性」を増大させること

に言及している点である。これは、 1950年代後半

の大衆社会論では必ずしも強調されていなかった

点であり、その後の安保運動などの経験を経て新

たに獲得された認識と見るべきだろう[ただし、

ここで松下が「農業社会の民主主義はルソー的で

あるが、工業社会の民主主義はベンサム的となる。

「一般意志」と「多数決」の論理の相違が、農業

社会と工業社会との民主主義の論理構造の相違と

なるJ(刷と述べていることについては 1つの論点

となろう。すなわち、民主主義をベンサム的な
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「多数決」としてとらえる視点の妥当性の問題で

ある。この点については第3章で松下の理論を評

価する際にあらためて論じる]。

そのうえで松下は、 「工業化に適合的な民主主

義戦略の構成が必要とされている」剛として、当

時の政治状況の具体的な問題について検討する。

その中でとりわけ重要なのは現代における社会主

義革命のあり方を論じた部分であり、そこでは先

進国における革命の形態について分析がなされて

いる。

松下は、先進国における革命形態について、

「工業」という座標軸を用いて分析する。すなわ

ち、工業化にともなって官僚機構、マスコミ、銀

行などの社会的機構が高度に発達した先進国にお

いては、武装蜂起、ゼネスト、クーデターといっ

た従来の草命形態は「都市機能自体の麻捧ないし

混乱」を生み出し、 「その心理的恐慌状態は、都

市生活そのものを壊滅させJ、 「こうして1千万の

巨大都市のパニックは、草命軍ないし組織大衆自

体の内部崩壊をうみだす」だけであり、およそ現

実的ではないというのである。したがって、 「首

都が巨大都市となっている工業社会においては、

草命的権力転換の段階においても巨大都市の都市

機能の維持が草命勢力の課題となる」というのが

松下の判断であった。国)

そのうえで松下は、先進国においては逆に新し

い政治的可能性が成熟しうるとして、自主的大衆

団体の叢生、そこでの活動家の蓄積、さらに普通

平等遷挙権をその条件にあげる。そして、これら

の条件のうえで(1)国民・議会に「民主的多数

派」を形成することで「反動」を孤立化させるこ

と、 (2)民主的多数派の形成ないし一般民主主義

の拡充を背景に、同会レベルにおける国民共闘、

自治体議会レベルにおける自治体共闘、企業レベ

ルにおける向上委員会といった形で共闘魁織を充

実させること、 (3)官僚機構とマスコミのコント

ロールをおとなうこと、(4)軍隊・警察の中立化

と右翼団体を制圧することを、先進国において社

会主義草命に必要なプロセスとしている刷。ここ

で注目すべきは(1)および (2)であり、すなわ
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ちここでは「民主主義」というもうひとつの座標

軸を挿入することで、 「工業社会」における社会

主義草命の展望を「民主主義」に求めているので

ある。松下にとって、社会主義は「民主主義と工

業の正統な嫡子」酬なのであった。

こうした先進国の草命戦略論は、松下がこれま

で論じてきた大衆社会論や構造改革論などを、新

たに「工業」と「民主主義」という世界史的普遍

的カテゴリーを用いて、 1つの一般理論として位

置づけ直したものであると言えようロ

.現代的「市民』の復活ー-r抵抗』から『自治」

「参加」への転換

きらに松下は1966年、 rr市民J的人間型の現代
的可能性」酬という論文を著す。 r戦後20年をへ
た今日、マス状況の拡大のなかから「市民J的人

間型が日本でうまれつつある」酬という書き出し

で始まるとの論文で、松下は初期の「市民政治理

論」論文以来、十余年ぶりに「市民」という言葉

を用いる。しかし、この論文で用いられた「市民」

という概念は、「市民政治理論」論文で述べられた

ようなヨーロッパの歴史的実体としての「市民」

(=ブルジョア)とは性格を異にするものであっ

た。

松下はまず、 「一般的にいって、市民を私的・

公的自治活動をなしうる自発的人間型と位置づけ

ることができるだろう」と「市民」概念を定義す

る。そして松下は、こうした「市民」像が古代の

都市国家から中世自由都市を経て資本主義的市民

階級といった形で、ヨーロッパに起源をもつもの

としながらも、しかし今日では「かつての歴史的

実体性から切断されて、政治理念としての普遍的

エートスを意味するようになった」と述べる倒。

松下は、 「市民」的エートスの内容について、個

人のI経済的自立性と E政治的自主性を基礎前提

とした、 (a)教養と余暇の増大による社交性の拡

大、 (b)自由、平等という生活感情の醸成、と

いう市民感覚の形成であると要約している。そし

て、 「このような市民的徳性の大量的成熟は、工

業の拡充と民主主義の展開による伝統的階層の崩



壊と生活水準の上昇、したがってまた都市的生活

様式の拡大にともなう情報の知的選択の可能性の

増大や余暇の増大によってはじめて可能となる」

という制。すなわち、松下によれば、 「工業」と

「民主主義」が発達した「大衆社会」ないし「工

業社会」になってはじめて、こうした「市民」エ

ートスの大量形成が可能となるのである。

そして松下は、 「日本においても、 「高度成長」

と「新憲法」によって市民感覚が広範に成熟する

客観条件を獲得した」と述べる刷。この主張が、

「忘れられた抵抗権」以来繰り返し松下が論じて

きた、勤評闘争、警職法反対運動、 60年安保、地

域共闘などの、民主主義運動の興隆を念頭に置い

ていることは疑いがないだろう。松下はそうした

「戦後民主主義Jの経験を、さきの論文で提起し

た「工業」と「民主主義」という座標軸でとらえ

なおし、現代社会における主権者(~政治主体)

としての「市民Jのエートスとして理論化したの

である。

むろん、そうした「市民」のエートスを規定し

たからといって、それですぐに「大衆社会」にお

ける民主主義の空洞化という問題が無くなるわけ

ではない。というよりむしろ、そうした問題認識

のうえで、それを克服するための可能性として

「市民」という規範概念が見出されたのである。

松下は、 「体制のいかんを関わず政治テクノロジ

ーの発達による全体国家化の危機ないし民主主義

の形骸化に対決してゆく特殊現代的戦略を構築す

る必要が、他方における国民生産力の強化・国民

生活の保障とともに、政治の不可欠の課題として

登場するJ(酬と述べたうえで、権力への対抗ため

の「市民的自発性」の城塞を「市民的自由」に求

める。松下は、市民的自由を「権力からの自由」

と「権力への自由」とに区別したうえで、前者の

現代的意義を強調する。すなわち、現代において

は、専制政治よりも、民主的な外見をまとった大

衆操作的疑似民主政治にこそ危険があるため、

「権力への自由」よりも「権力からの自由」、とり

わけ「権力への抵抗」が市民的自発性の中軸とな

るのである一一ここまでの議論は、かつての「忘

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

れられた抵抗擁」と共通している。

しかし、そのうえで松下が、市民的自由の保障

の戦略として、

I 大衆組織の自発性の拡大と情報源の多元化

による批判力の増大一一寸断土・言論の自由

E 地域・職域における自治の拡大

E 政策・政党遷択への参加

をあげるとき(101にそこでは「権力からの自由」

を言う割にはむしろ「組織JI結社JI自治JI参
加」という積極的な言葉が自に付くように思われ

る。このアイデイアの理論的基盤となっていたの

は、 1950年代後半の II巨大社会」における集団

理論」や「忘れられた抵抗権」と同様に、ラスキ

を中心とする政治的多元理論であった。松下は、

政治的多元理論が歴史上受けてきた批判を認めつ

つも、「しかしいわゆるマス状況における「抵抗」

という自由の戦略構築を追求したその問題意識は

確認すべきであろう」と述べる。松下は、政治的

多元理論について、 「アソシエイション」を構成

することで現代的疎外に対する抵抗観念を形成し

たものであると述べ、 「それは、かつて国家に抵

抗した市民社会の価値継承であるとともに社会分

業の深化・生活価値の分化を背景とする市民社会

の分節化という意味ではその論理転換でもあった。

しかもアソシエイションは、個人の自発的結合と

みなされることによって社会契約論的市民社会を

復元した」ものだと説明するU倒。この政治的多元

理論の理解それ自体はやはり1950年代後半の大衆

社会論のころと同様だが、しかし、ここではその

強調点が以前とは大きく変わっているのである。

松下は、現代では工業の発達によって「個々の

生産技術・育児技術から経済計画・軍事戦略にい

たるまでの専門的訓練の先鋭化が専門集団の官僚

機構化をともなうため、市民感覚を培養するため

の市民的政治訓練が、日常レベル、政治レベルで

はもちろん、ついで学校レベルでも必要となる」

と述べて、 「マスコミの情報内容の改善、自治体

・労働組合・大衆団体などへの直接参加」の必要

性を指摘する(刷。現代社会における専門化・官僚

化に対して、 「集団」への「参加」による「市民」

95 



北大法政ジャーナルNo.162(四

訓練を対置するのである。いわば、ここでの松下

は、国家ではなく多様な「自発的集団」を「市民」

が積極的に構成し参加すること、無数の小きな市

民社会を「市民」が自発的にっくりこれを「自治」

することに、現代における「抵抗」観念の表れを

見ているのである。したがって、ここで松下が言

う「抵抗」は、実質的には「自治JI参加」に転
換しているのである。

また、こうした「市民的自発性」のもとでは、

従来のマルクス主義運動における階級闘争も転換

を迫られることとなる。松下は、 「労働者階緩の

存在形態が、 19世紀的・後進図的条件と20世紀的

・先進国的条件とは形態的に異なっている」とし

て、 20世紀において政治的権利を合法的に獲得し

た労働者階級は、 「資本主義体制内部でもその市

民的自発性を国民規模で成熟させることが可能と

なった」と述べる。松下によれば、先進資本主義

閏の社会主義運動における「一般民主主義」の再

評価もそうした体制内の「市民的自発性」の成熟

としてとらえられるものであり、 「今日の「階級

意識」は貧困をパネとすることから市民的自発性

をパネとするものへと変化しつつあ」るという。

松下は、 「平和と民主主義の運動は、反帝ないし

草命の手段ではないのである」と述べ、むしろ現

代的な社会主義革命は、平和と民主主義の帰結と

して位置づけられるものだという。{醐

このように位置づけられた松下の現代的な社会

主義革命観が、かつての構造改革論や、先に述べ

た「工業」と「民主主義」という歴史観を継承し

ているのは言うまでもないだろう。松下は構造改

革論で述べていた「一般民主主義」の再評価とい

うことを、「市民的自発性」の成熟という「市民」

のエートスとして再解釈し、それを現代において

草命を担う「労働者階級の主体的エートスJ'四)と

しても位置づけたのである。

松下はかつての大衆社会論において、 「階級」

が「大衆」へとその存在形態を変化させたことを

やや悲観的なトーンで述べていた。しかし、それ

から10年間の経験と理論形成を経たこの論文にお

いて、松下は、 「大衆」の積極的側面たる「市民
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的自発性」という新たな「存在形態」を取り入れ

ることで、大衆社会論の枠組みを放棄することな

く、 「階級」から「大衆」そして「市民」へとい

う肯定的な論理と評価にたどり着き、しかも民主

主義実現の方途としては「抵抗」から「参加」へ

とその強調点を移しているのである。いわばこの

論文は、 60年安保経験、自治体改革論、構造改革

論などのそれまでの自身の経験と議論を総括し、

さらに1歩進めた、大衆社会論の自己再解釈であ

り、松下の政治理論=戦後民主主義の実質化にお

ける 1つの転換点であったと言える。

.戦後日本における『市民』のあり方

以上のような新たな理論枠組みのもとで、松下

は日本の状況について論じてゆく。松下が警職法

反対運動や60年安保の経験を念頭に置いているこ

とはすでに述べたが、加えて当時、ベトナム戦争

が進行するなかで、各地で「ベ平連」の運動が展

開されていたことも、松下の議論を補完する要素

となっていた(酬。松下はここで明確に「市民運動」

という言葉を使い、それを「組織の硬化した既成

大衆運動に対比されて、個人の自発的参加を強調

する大衆運動である」と定義している臼冊。この観

点から、松下は、 「労働者階級=労働組合=職場

闘争といういわば企業組合的組織労働者至上主義」

に囚われて「今日の労働者階級がもちうる市民的

自発性による多様な市民活動・市民組織の否定な

いし無視をうみだしているJ'醐既成の革新政党に

対する批判を展開する一方、他方で、政党からも

市民運動の側からも無視されている問題として、

自治体レベルの政治参加の重要性を指摘するので

ある。

小規模社会としての自治体における民主主義

的政治参加なくしては、大規模社会としての国

家町制度的民主主義は土台のない棲聞にすぎな

い。[......]

[・・]自治体政治があらためて民主主義の学

校したがって市民的政治訓練の学校たる位置を

再確認すべきであろう。市民が理念としてかか

げられるのみでなく、日常的に機能する理念で



あるならば、まず自治体レベルでの市民活動こ

そがその原型でなければならない。この自治体

レベルの市民活動を組織Lえないかぎり、日本

における市民は街頭を流れる表層的モダニズム

にとどまるであろう。〈四)

松下はこのように述べて、 「天下国家j諭に終

始する「聡後民主主義の表見性Jを批判し〈山}、さ

らに以下のように主張する。

こうして政治レベルでの市民活動の蓄積は、日

本の政治体質の基底的変革となるのみならず、

かつ市民としての政治調鏡となって国民全体の

「政治的成熟jをもたらしていく可能性をもっ

ている。政治参加による政治経験がないかぎり、

政治的アマチュアとしての個人は、政治への過

剰期待したがって過剰幻誠をうみ、政治不信、

政党不信をもたらし、日本町固民はいつまでも

政治的無憶力者にとどまり、固民と職業的政治

家の分断をますます拡大するであろう。のみな

らず他方における企業相祉施設の恩恵によって、

個人の企業指向性は増大し、市民的開放性がう

しなわれていくであろう。 (lll)

ここでは、自治体レベルでの政治「参加J (= 

政治的「訓練J)を通じて国民全体が政治的「成

熟Jへと至るプロセスが主張されているのである。

松下は、こうした自治体改革諭は、日本の政治体

質とりわけ草新運動の政治体質を転換するための

要点なのであり、けっして体制転換と無関係なの

ではないと述べる。ここで引証されるのは、古代

都市国家、中世自由都市、近代の地方自治におけ

る市民的徳性の形成、および、パリ ・コンミュー

ン、ロシアのソヴェト、中国の解放区などの、革

命の原基形態としての地域権力組織であり、松下

は、自身の「市民的自宛性J= 1自治体改革」磁
を、それらの体制改革の系譜のうえに位置づける

のである川)。

したがって、ここでの松下の議論においては、

「自治体改革Jがもはや「自発的集団Jのたんな
る連立ではなくむしろ 1つの権力組織の構成とし

て位置づけられ、その担い手たる「市民」にはそ

こへの「参加」が要請されているのである。ここ

氏陣安保以後における『喰後民主主義j思想町展開

において、松下の政治理論は「忘れられた抵抗権J

のころの犠輸から明らかに転換し、ロックキラス

キよりはむしろルソー的なデモクラシー拾に近づ

いたと言える。それは、現代における「市民」の

あり方についての、すなわち「市民の古典的原型

を再生する現代的条件J"凶についての、訟下なり

の解答であった。しかも、松下によれば、この「

再生」は、 「市民的伝統を形成しえていない、そ

して市民という言葉すらなじまない日本では、過

去の再生ではなし未来にむけての再生」なので

ある仙}。 約言すれば、 「工業jと「民主主義Jを

普遍的要素として歴史から抽象することで見出さ
、、、、

れる「市民Jという主体的政治参加のエートスを、
「地域民主主義J1自治体改革」を通して下から

徹底させようというのが、ここでの松下の意図で

あった。

+r社会分権J・への発展
その後、松下の政治理論はもうl段階の発展を見

せる。それまで基本的には「地域民主主義J1自治

体改草」のみに限定きれていた「市民的自発性」

の議論をきらに抽象し、ひろく「社会分権Jとい

う概念に再定義したのである。

松下は1968年、 「現代政治と直接民主主義J(凶

という座談に出席する。これは、前年4月に美渡部

亮吉による革新都政が始まるなど、革新自治体の

興隆期にあって、同年10月、飛鳥田ー雄横浜市長

による 11万人市民集会」が実現し、自治体改革

における直接民主主義ということが提起きれてき

た中でもたれた座談である。

松下はそこで、直接民主主義は民主主義の原型

であると述べて(1瑚、それを間接民主主義の「修正」

とするのではなく、民主主義自体の「再構成」と

して位置づけることを提案する。松下は、市民的

自由を支える伝統的な手続きとして、法の支配、

権力分立、 3基本的人権(ないしそれを基盤とする
抵抗権)の3つをあげるが、 「しかし、とれだけ

ではたりないんじゃないか」と述べて、 4つ目と

して「社会的分権」を加える。それは、 「市民社

会のなかに多様に権力が散らばっていくという考
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え方」であり、それはまず労組・婦人運動・青年

運動や60年安保などの大衆運動としてあらわれ、

続いて自治体のレベルにおいて機構化されていく

という。{山)

松下は、直接民主主義的な「社会的分権」のもっ

とも身近な統合機構として自治体を位置づける。

「現在日本で直接民主主義との関連で模索きれな

ければならないのは、社会的分権の地域における

機構的集約としての自治体の代表技術ではない

かJ(118)と述べる松下は、その代表技術の1つの方法

として飛鳥田の 11万人市民集会」を「画期的」
と評価する (119)。

そのうえで松下は、そうした「杜会分権」を園

民レベルで統合する主体を政党に求める。すなわ

ち、それぞれの社会的分権単位と国会・政府との

2重権力状態を、大衆運動・自治体レベルでも同

会・政府レベルでも活動できる政党が機能的に統

合するのである。松下は、政党が各集団の要求を

組み合わせて政策形成を行い、有権者に体制像を

提示し選択させるという、統治担当主体としての

(単なる圧力団体の束ではない)政党のイメージ

が日本には必要だと述べる(刷。すなわちここでは、

かつての〈居住組織→自治体改革→国民運動→草

新政党活動→体制変革〉という「抵抗」に重きが

置かれていた「戦後民主主義」実質化のルートが、

〈広範な直接民主主義的社会分権→政党による自

治体・固レベルでの統合→体制変革)という、直

接民主主義や社会分権などの「参加」に重きを置

いた形へとリファインされているのである。

.社会分権的車接民主主義へ一一「分節民主主義』

構想の完成

こうした松下の政治理論構想は、 1969年の「直

接民主主義の論理と社会分権J(121)において「分節

民主主義」として定式化され、 1つの完成をみる。

松下は、当時圏内的にも国際的にも激化していた

大学齢争をとりあげ、内ゲバという日本的特異性

を含んだ暴力には反対であるとしながらも、 「さ

しあたって学生自体を含む大学関係者の自治能力

が試練にかけられているのであるが、さらに国民
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の直接民主主義的な自治能力が間われているので

ある」と述べる。そして、地域民主主義運動、ベ

平速、アメリカキヨーロッパの学生運動にも同様

の直接民主主義的な思想状況が見られるとして、

大学紛争を「下からの社会分権的直接民主主義の

形成」という、日本における思想草命の1つの表れ

と見るのである個}。

直接民主主義ないし社会分権の提起は、この意

味で、民主主義的活力の再生の・方法"を提示

しはじめているといわなければならないだろう。

資本主義・社会主義を問わず、そこに見られる

ものは国家思想ないし権力イメージの転換であ

る。国民主権を選挙・議会をテコとして国家主

権へと転化させる 1元的権力的国家主権という

発想の崩壊、したがって多元的自治的社会分権

という政治構想の提起である。たしかにこの思

想的転換は物理的強制装置を独占している国家

機構を直接に止揚しはLない。だがイメージな

いし思想の転換なくして民主主義の政治的再構

成はありえないのである。(1甜

このように松下は、社会分権的直接民主主義を

「権力イメージの転換J(思想草命)としてあらた

に位置づける(1制。そこでは、国家主権(=民主主

義の形骸化)による官僚管理か社会分権(=民主

主義の分節化)による自主管理かということが根

本的な争点、となり、後者の方向性からは、 「大学

における大学院生、学部生それに職員の参加ばか

りではな」く、 「企業においては労働者の、自治

体においては住民の参加」が生まれてくる。当時

の革新自治体における試み(横浜市の 11万人市民
集会」や美渡部都政の「対話」など)も、自治体

における自主管理の模索だとされる。畑〉

松下は、こうしたことが可能となったのは、国

民の文化水準が高くなり、困民の批判・自治能力

が増大したためであると述べる。ここに見られる

松下の未来展望は、 「国民全体の教養・余暇の増

大のため、官僚ないしテクノクラートによる情報

独占の打破となって、ここでいう分節民主主義の

拡大深化となるJ(酬というオプテイミスティック

なものであった。したがって松下にとって、大学



紛争は「戦後民主主義の破綻」などではなく、む

しろ草新市長やベ平速などと同根の、 「戦後民主

主義の社会的基盤の成熟ないしそのラジカル化」回)

ーーすなわち「市民的自発性」の発露として位置

づけられるのである。

「こうして今日、社会分権を前提とする分節民

主主義の構想が、はじめて国家全能のイメージを

打破できるであろうJ'四)というのが、松下の結論
であった。ここにおいて、中央政府・国家権力の

政治イメージは極小化され、それに代わって、

「市民的自発性Jにもとづく各種分節的「集団」

への直接民主主義的な「参加JI自治」が政治イ

メージの中心に置かれることとなる。いわば「戦

後民主主義」は「集団」による参加民主主義とし

て位置づけられるのである。

そして松下は、 「民主主義が「管理社会」的官

僚管理に転化することなく「社会分権」的自主管

理となる手続きがどのように構想されるのかJ'国)

という問題意識のもと、現代における個人自由の

制度的保障として、以下の5つをあげる。

I 言論・結社の自由 (1)情報の多元化、

(2)大衆運動の多元化

E 政治機構の定型化 (1)法の支配、 (2) 

権力分立における議会の優位

E 社会分権 自治体・企業・大学あるいは

大衆組織における自治の深化

町政党活動の自由 複数の政策・体制運択

の可能性
四}

V 悪政にたいする抵抗ないし革命

松下によれば、 I、E、Vの古典的な原理に対

して、 mI杜会分権」と新しく追加されたNの

「政党活動の自由」は、 「体制レベルでは、町の

複数の政党が、議会を制度的前提として、批判と

統合という政治機能を結合しながら、政策・体制

選択すなわち政治プログラムを提起し、個人がそ

れを選択するという間接民主主義を不可避とす

るJ'阻)という現代の問題に基づくものだという。
すなわちこれは、 「現代政治と直接民主主義」で

も述べられていた、政党による各種集団の機能的

政策統合と有権者によるその選択という、 〈社会

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

分権→政党による統合→体制変草〉という議論の

継承である。このNの要素は、じつはEに対する

カウンターパランスになっている。松下は、 1m 
のレベルの直接民主主義ないし参加する民主主義

が提起されるとき、 Wのレベルの集約である議会

が批判される」としたうえで、しかし議会レベル

での複数政党の対立による政策・体制選択の契機

がなければ「国民の政治参加は実質的に不可能に

なるか、国民投票におけるようにたんなるノンの

表示の可能性にとどまることになるJと述べる畑)ロ

また、松下は、複数政党制による議会・遷挙を通

じた遷択・統合という契機がなければ、言論の自

由は政治的実効性を持ち得ないとし、 「議会つい

で複数政党なき言論の自由は、内省の自由にすぎ

ず行動の自由には転化しえない」と述べ、 「プラ

ハの春」の挫折後の帰結をその例にあげる畑)。し

たがって、どんなに社会分権がなされようとも、

「政治プログラム選択の決済制度として「議会」

は最終的には必要なのである」というのが松下の

主張であるU叫。松下は、大学紛争を一定程度評価

してはいたが、けっして全共闘(とくに「ノンセ

クト・ラジカル」と呼ばれた、特定の党派に所属

しない学生)のような直接民主主義万能論者では

なく、むしろそれをいかに政治的に統合するかと

いう手続き的・制度的関心を一貫して併有してい

たのである。

こうして松下は、 「分節民主主義」一一市民的

自発性に基づく「集団」を通した直接民主主義的

自治の思想(社会分権) +複数政党制を通じた政

策遷択・体制遷択の制度(政治統合) という

形で、同家全能のイメージを釘破しうる、徹底的

に下からの「市民的自発性」にもとづく民主主義

構想を完成させた。それは、松下が大衆社会論の

ころから模索していた「現代における自由の条件」

という問いに対する、 10年越しの解答であり、ま

た、 「戦後民主主義」の実質化を追い求めた末の

1つの終着点でもあった。
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第3章松下政治理簡の評価

以上が松下の政治理論の形成過程とその構造で

ある。 1960年代末に「分節民主主義」として結実

した松下の政治理論は、その後、 「大衆社会Jr工
業社会」を「都市型社会」とするなどの各種用語

の置き換えや、憲法論{瑚、防衛論(刷、文化行政

論(即)などへの議論の対象範囲の拡大が見られるも

のの、政治を「市民」レベルに「分節」し、そう

した下からの「自治Jr参加」を統合することに
よって全体を構成するという視座は今日でも変化

していない。

それでは、これまで見てきたような松下の政治

理論はどう評価しうるだろうか。本章では、松下

の政治理論の評価について考えてみたい。

第1節松下政治理.の特徴 (1)一一『現代』

の理酋化

松下の政治理論に一貫して見られる第1の特徴

は、 「現代」の理論化という点である。本論でこ

れまで見てきたように、松下が繰り返し主張し追

求していたのは、近代とは区別された「現代」に

特殊な政治的問題状況と、その克服の方途である。

松下は、少なくとも本論考で取り上げた1960年代

末までは、つねに「現代」の理論化という志向を

有していたと言ってよい。

.近代・現代2段階論の意義

理論面で見れば、それは近代・現代2段階論と

いう視角設定となって表れている。松下は、この

近代・現代2段階論という視角設定によって、絶

対主義権力に対抗し個人の「自由」を主張する理

念として民主主義が提出されていた段階の問題と、

それが普通選挙権という形で実現され民主主義が

むしろ権力を構成する制度となった段階の問題と

を、質的に区別して論じようとしたのである。

その際、松下は「杜会形態」というカテゴリー

を用いて、 「政治体制」とは相対的に独立した要

素として、社会のあり方を問題とした。松下は

「現代」の「社会形態」を、はじめ「大衆社会」

1∞ 

ついで「工業社会」として定式化し、それを「工

業」と「民主主義」が普遍化した社会と定義した。

そこで松下が問題としたのは、 「工業」の発展に

よってプロレタリア化し、かつ「民主主義Jの普

及によって形式的には政治主体となった「階級」

のあり方(存在形態)である。松下にとって「現

代」の政治的問題とは、この本来政治主体である

はずの「階級」が体制によって馴化きれて受動的

な「大衆」となってしまうことであり、そしてそ

れが(ファシズムに典型的に見られるように)民

主主義の空洞化による「自由」の危機を招くとい

うことであった。

このような仕方で「現代」とその問題状況を理

論化することによって、松下は、第1に、現代で

は古典的な民主主義の理念がそのままでは通用し

ないこと、第2に、現代政治においてはつねに民

主主義が空洞化するおそれがあることを明確に主

張した。

とのことは、しばしば楽観的・理想的に民主主

義が語られていた「第1の戦後」が終わった後、

高度成長以後の戦後日本の民主主義の問題を分析

するための重要な視角を提供したと考えられる畑、

また、戦後の冷戦構造の中で、資本主義体制か社

会主義体制かということに左右されない、東西両

陣営に共通の問題状況を抽出するのに有効性を発

揮したとも言えるだろう。

そしてまた松下は、それらの問題を解決する方

途も、同じ「現代」から導き出した。松下は、

「社会形態」を、それを担う「階級」のあり方

(存在形態)と結びつけて設定し、現代的「大

衆」、現代的「市民」といった「現代」の人間型の

中に体制変革への可能性(=政治主体のエートス)

を見出した。これは、当時主流だったマルクス主

義がもっぱら科学性や歴史的必然性といった「客

観主義」によって流出論的・発生論的に体制変草

(草命)を説明し、主体的契機による具体的な体

制変革の展望を描けていなかったことを考えると、

社会形態(=政治主体論)としての松下政治理論

の画期性は大きいと言えよう。



.現実面での大きな影響

さらに言えることは、松下がこうした理論を、

たんに一般理論として展開するのではなく、つね

に現実の政治状況のなかに対象を見出そうとして

きた、あるいは現実の政治状況から抽象化して理

論を組み上げていったということである。

この点に関してまず言えることは、松下の政治

理論は、安保以後においてそもそも希有な、そし

ておそらくもっとも具体的な「戦後民主主義」の

実現緯想だったということである。 ω年安保以後、
たとえば丸山奥男が現実政治の分析という「夜唐」

をたたんで「本庖」の日本政治思想史研究へ軸厄

を移してゆくなど、学問の側からの現実政治に対

する直接的な研究・発言は(いわゆる行動論や政

治過程論を別とすれば)少なくなっていった。そ

うした時代にあって、松下の現実政治に対する発

言の積極性は際立っている。いわば丸山の「夜唐」

を引き継いだのが松下であったと言える。

松下は、その時々の政治的潮流について、民主

主義の実質化にとってプラスの面とマイナスの面

との両方に目を配りながら、しかしつねにプラス

面の意義を強調してきた。そしてそれは、当時の

日本の政治的現実のなかでは、きわめて重要な役

割を呆たした。松下の政治理論は、戦後日本史上

もっとも政治運動が活発だった時期にあって、そ

れらの運動の理論的パックボーンを提供すること

となった。松下が、いわゆる市民運動における下

からの民主主義実質化の可能性にいち早く着目し、

また60年安保の限界からも学んでこれを理論に反

映させ、さらには構造改革論のほか、 「地域民主

主義」や「自治体改革」、そして「分節民主主義」

という形で、 「政治の季節」における革新勢力の

運動を理論化したことは、上からの経済成長1本槍

だった当時の自民党政治に対するオルタナティヴ

を形成できたという点で、 「戦後民主主義」の歴

史における大きな功績であったと言えよう。

その中でもとくに、 ω年安保の後、松下が地域
に着目したことの意義はきわめて大きいと恩われ

る。第2章でも述べたとおり、当時、都市と農村

との2重構造を指摘した論者はほかにもいたが、

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

しかし実際に「ムラ」 しかも現実の農村だけ

でなく都市における旧中間層支配としての「ムラ」

も含めて に本格的に着目し取り組んだ人物は

松下をおいてほかにない。事実、松下自身の回想

によれば、 1960年代は、 「多くの先輩から、自治

体研究は「無意義」、それに「異端」だから、とり

くまない方がよい、とりくむならば国家論だと、

親切という意味でさんざん忠告をうけるような時

代だったJ"副という。そうした状況にあって、果

敢に地域・自治体の問題に取り組み、現実に革新

自治体の興隆という成果につなげたことは、松下

の政治理論の現実面におけるもっとも大きな功績

と言ってもよいだろう。(醐

しかも、松下の政治理論はたんなる「現代」の

現実の反映だけではなく、過去の思想的な遺産を

現代的に読み替えて再生させようとする試みがつ

ねに見られるという点である。松下は、戦後日本

政治を論じながら、同時に西洋の政治思想もその

議論の中に織り込んでいた。勤評闘争・警職法反

対運動・ 60年安保を論じたの際の抵抗権思想の強

調にはロックの抵抗権キラスキの「集団」理論が

背景にあったし、構造改草論などの現代社会主義

の構想においても、マルクスの「社会・主義」す

なわち「市民社会」主義としての松下独特の社会

主義理解が念頭にあったからこそ、ドグマ的な社

会主義理解に陥ることを回避し、一般民主主義と

社会主義との接合を構想し得たと言える。また、

「分節民主主義」構想においては、ふたたびラス

キらの「集団」理論が、こんどはその強調点を変

えて理論的背景とされていた。それらはいずれも、

過去の西洋の思想をそのまま日本の現実にあては

めるといった単純な輸入作業ではなく、あくまで

「大衆社会」という問題状況を念頭に置いたうえ

で、かつての思想が目指した価値を現代において

はいかなる形で構成Lうるかという問題意識に貫

かれた、現代的な読み替えと再生の試みであった。

したがって松下は、現代政治論を対象としたにも

かかわらず、当時流行していた行動論や政治過程

論などとは一線を画し、あくまで「戦後民主主義」

の実質化という価値追求の問題として、一貫した
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視座のもとで現代政治を論じることができたので .現実面での有効性減退

ある。 1970年代後半以降、草新陣営全体の勢力退潮が

第2節松下政治理闘の特徴 (2)一一『範囲』

への着目

松下の政治理論の第2の特徴は、 「集団」への

着目である。本論で見てきたように、松下の政治

理論においては、 「居住組織JI自治体JI社会分

権」といった形で、つねにラスキらの政治的多元

主義に源流をもっ「集団」の意義が強調きれてい

た。 I集団」はその内部において「個人」の「自

由」な結合体であり、ロック的な市民社会の現代

的再生であるとともに、またそうした「集団」が

革新政党によって統合されることで、議会政治を

通した「社会主義」への体制転換(革命)へと接

続するというのが、松下のいう「集団」の位置づ

けである。このように、 「自由」と「社会主義」

とが多元主義的「集団」によって媒介・結合して

おり、しかもつねに「個人」ゃ「階級」よりも

「集団」に重点が置かれるという点に、松下の政

治理論のきわめて強い特色がある。

しかも、松下の政治理論において特筆すべきは、

そうした「集団」のもつ政治的機能が、時代を下

るにつれて体制に対する「抵抗」から政治への

「参加JI自治jへと転換しているという点であ

る。本論ですでに見たように、最終的に松下のい

う「分節民主主義」においては、現代的「市民」

のエートスをもっ「個人」が、あまねく何らかの

「集団」へ「参加」し「自治」し、それを政党が

統合することで、下から積み上げるような形で

「社会主義」につながる民主政治が構成きれてゆ

くという政治イメージ・権力イメージが提示され

ていた。このような「集団」を通した参加民主主

義の構築こそ古久松下にとっての「戦後民主主義」

の実質化であったと言える。

そして、 19ω年代は、こうした松下の政治理論

と現実とが相当程度に一致しているように見えた

幸福な蜜月の時代であった。ところが、 1970年代

後半以降、両者のズレが深刻化してくるのである。

10哩

見られた。とりわけ、 1975年前後には150からz∞
近くあった草新自治体が、 1970年代後半から1980

年代を通して次第に数を減らしていった(削のは、

その典型的な表れであろう。

その1つの要因としては、高度成長の終湾によ

る自治体財源不足と、それに合わせた自民党政府

による「ばらまき福祉JI財政危機JI放漫財政」
といった革新自治体批判キャンペーンがあげられ

る(142)。

しかし、そうした外的要因以外にも、内的要因

として、革新勢力自体が園民的な意識と議離して

いったということがあげられるだろう。たとえば、

それまで革新勢力を支えてきた労働組合、とくに

「総評」の主要組織基盤である官公労組は、サポ

タージュ的順法闘争キスト権スト敢行などによっ

て決定的に世論の支持を失うに至った(このこと

は、 1980年代の民営化路線の遠因を作ったように

さえ恩われる)。また、松下が「分節民主主義」の

一端と見なした大学紛争も、その多くは研究室破

壊と教員つるし上げの末に機動隊導入を招いて壊

滅し、最終的にはセクト聞の内ゲパキ、連合赤軍

事件や東アジア反日武装戦線といった極左暴力革

命路線へと突き進み、これも世論の支持を失って

しまった。

このような1970年代後半以降の状況は、松下が

構想したような「分節民主主義」の政治理論とは

かけ離れたものである。こうした現実政治の展開

について、松下は最近の著書の中でかつての革新

自治体に触れながら、その先駆的業績を評価する

一方で、同時に「泥田の中の丹頂鶴」という比喰

を使い、当時の革新自治体は首長だけが革新で、

職員は旧来の問中心のオカミ体質・ムラ体質を残

したままであった点に限界があったと述べてい

る〈刷。また、松下は、草新自治体を担うべく期待

された草新政党がけっきょく労組依存を抜け出せ

ず、自民党政府と同じように「ムシリ・タカリ」

の土壌たる利益政治的な「口利き型ネットJ政党

となってしまったことを批判している{則。そのほ



か、学問においても自治体が軽視されていたこと

や、市民の政治的未熟によって飛鳥田横浜市政の

11万人市民集会」や美渡部都政の「対話」も儀

式化したり従来型の陳情の場になってしまったこ

と、また、機関委任事務によって自治体の政策が

縛られ、固の手足でしかなかったことなども、草

新自治体の問題としてあげている(瑚。

+r集団』による「分節民主主義」の問題点
だが、それは政党の無理解や職員の体質だけに

起因するものだろうか。理論の中にそれを助長す

る要素はなかったのだろうか。むろん、理論と現

実とは本来的にはべつのレベルにあるのであって、

理論が完全に現実化されるということはありえな

い。しかし、かといって理論が現実とまったく無

関係でもない以上、そして政治理論を形成するこ

とそれ自体がすぐれて政治的な実践意識に支えら

れるものである以上、その理論的な問題点を、現

実の結果と照らし合わせて今日の視点から検討・

反省することは十分に意味のあることだろう。

ここにおいて、松下の政治理論における「集団」

の扱いが問題となってくる。すなわち、その力点

の転換 「抵抗」から「参加J1自治」へとい

う、 「集団」の政治的機能の転換にともなう問題

である。先述したように、松下は一貫して「集団」

に着目していたが、時代を下るにつれて、そこに

見出す政治的機能を「集団」による「抵抗」から、

「集団」への「参加J1自治」へと転換させてい

った。すなわち、 「集団」を既存権力への対抗装

置ではなく、 「自治」権力の構成装置としてイメ

ージするようになっていったのである。こうした

松下の政治理論を、 1970年代後半以降における現

実政治の展開と関連させて見るとき、 「参加J1自

治」権力として「集団」をとらえる「分節民主主

義」の政治理論の問題点が浮上してくるように思

われる。以下、そうした問題点を順に考えてゆく。

松下の政治理論における第1の限界ないし問題点

は、権力と責任の所在の問題である。松下がその

政治理論において、権力の実質的な担い手をもっ

ぱらその末端たる「市民」の「自治J1集団」に

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

求め、中央政府の政治権力イメージを極小化した

ことは、市民運動の正当性の理論づけに寄与する

ことになった一方で、他方、ほとんどすべての責

任を「市民」に負わせることにもなってしまった

ようにも恩われる。 1市民」による「参加」の重

要性を主張する松下の「分節民主主義」において

は、たとえば丸山民男が主張したような「いやい

やながらの」政治参加価}ないし在家仏教的・パー

トタイム的な政治参加(147)よりも、むしろ積極的な
ミズカラオサメル

参加、文字通りの「自治」が中心的な政治参加の

あり方として強調される。これは、本論でも述べ

たように、ロックと言うよりはむしろルソー的な

デモクラシーモデルに近い。したがってそこでは、

権力は自己権力となり、責任は自己責任となる。

こうした論理を反映して、松下は、 1970年代後

半の経済低成長の原因について、大企業中心の経

済成長に「草新自治体なり市民運動がブレーキを

きかせたからこそ低成長になった」とさえ述べて

いる仙)。また、中央政府の政治権力のイメージを

極小化し、たとえば行政による社会教育を批判し

たことなどは、むしろ1980年代以降の「小さな政

府」・新自由主義路線と親和的に見える。最近でも

松下は、財政再建に消極的な自治体が財政再建団

体に転落した場合は自治体の責任だけでなく市民

の責任でもあるとさえ述べており (1.叫、国家権力の

責任という観点を捨象してしまっている。この点

も近年しばしば「地方切り捨て」と批判される新

自由主義路線と類似しているロこのように、松下

の「分節」レベルにおける「自治J(=自己権力=

自己責任)イメージは、同家権力をもってなされ

た現実政治の展開、とくに現在まで続く新自由主

義路線に対する批判を鈍らせたと言えるだろう。

第2の問題点は、 「分節民主主義」における

「集団」の意識・性格にある。前章で詳しく見た

ように、松下の「分節民主主義」構想の基礎は、

「市民的自発性」にもとづく直接民主主義的な

「参加J1自治」にあった。松下はそうした置接民

主主義の試みの 1つである横浜市の1万人市民集

会について、つぎのように述べている。

しかも集まるということが大事なんではないか。
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しかも市民集会は横町コミュニクーションをい

かにつくるかに意義があるので、決定組織にむ
、、、、、、、、、、
しろなってはいけないのではないか。きしあた

って端緒的に集ることに意義があるのだという
、、、、、、

よりも、自治体の政治というのは集まってワイ

ワイやるということ。これが重要なことだとJ思

うんですよ。カシの木の下の民主主義というの

は村マツリ的性格を当然もってよい。この集ま

るということですね。〈国)[傍点筆者]

ここで松下が述べていることは、まずとにかく

みんなで集まって「集団」をつくることの重要性

である。他方、丸山興男は、まさに松下のこの発

言と同時期に、 「みんな民主主義」という言葉で、

日本の伝統的な参加デモクラシーのー側面を指摘

している。

たとえば和辻〔哲郎〕さんが古代日本国家を祭

龍共同体といわれましたね。このお祭り共同体

で、大事なことは、みんなが祭りに参加すると

いうことです。このパターンがまたデモクラシ

ーの解釈まで締々とつづいて「みんな主義」と

して現われる。[・・]翼賛会はファッショに

は違いないが、そこには、みんなが参加する、

という参加デモクラシーが流れこんでいる。本

来、ナチズムもファシズムも、政治的参加は非

常に強調したのであって、権力を制限するデモ

クラシーは消極デモクラシーで、参加デモクラ

シーこそ、積極的な、本当のデモクラシーだと、

ファシストはいったんです。だから日本古来の

祭配共同体の「みんな参加主義」は民主主義の

こういう解釈の仕方にうまく癒着するところが
(151) 

ある。

こうした思想的伝統のある場所で、人々が「集

まってワイワイやる」だけで、決定権ももたずに

それぞれの「集団」で「自治JI参加」をしたと

き、はたしてそこに松下の言う「市民」的な「分

節民主主義」の意識は育っと言えるだろうか。松

下自身が「村マツリ」という言葉を使っているよ

うに、これはまさに日本の「ムラ状況」の伝統的

な性格ではないだろうか。制度として「分節」し、

「自治JI参加」を促しただけでは、日本の伝統的

104 

、、

な「ムラ状況」の意識を打破することにはならな

いであろう。むしろそれは、 「みんな一緒Jの参

加における同調意識を強化し、分節化された「ム

ラ」がそれぞれの特殊利害を最大化すベ〈一方的

に政党や首長に要求するという、まさに利益政治

的な様相さえ呈してくるように恩われるのである。

1970年代以降、置接民主主義的な市民運動が各地

に群生したにもかかわらず、革新自治体の自主的

政策に多くの限界があり、労組が閉鎖的な圧力団

体と化した1つの原因は、単に政党による統合の怠

慢だけでなく、理論においてもこうした伝統的な

「みんな民主主義」の「ムラ状況」を払拭できな

かったことがあげられるだろう。

これはいわば「集団」の「タコツポ」化とも言

える現象である。つまり、松下の「分節民主主義」

においては、 「分節」が「タコツボ」になる可能

性を排除できないのである。もちろん、松下自身

もこの問題に気づいていなかったわけではないだ

ろう Q副。しかし、その理論のうえではついぞこの

「みんな民主主義」に対決する視角を提起し得な

かったように恩われる。

第3に、こうした「自治」の「民主主義Jイメ

ージにおける「個人」の問題が挙げられる。すな

わち、 「分節」化された「自治JI集団」における

「個人」の「自由」の問題である。松下は、 60年

安保前後には、抵抗権思想の重要性を説いていた。

そこでの抵抗の主体は、あくまで「個人」の「抵

抗権」の組織化としての「集団」であり、またそ

れが対抗する相手は国家権力であった。しかし、

その後の松下の政治理論が、下からの民主化(=

分節化)を徹底的に進め、国家イメージを自治型

に転換させたと言うとき、園家権力は極小化され、

そこにおける「抵抗」は、実質的には「集団」へ

の「参加JI自治」に転換してしまった。そのよ

うな理論転換の中で、はたして「個人」の「抵抗

権Jの実質は確保できるのだろうか。

とのことはまたべつのレベルにおいて、自らの

「参加」している「集団」に対して「個人Jがい

かにして「抵抗権」を行使できるのかという問題

にもつながる。 I参加」の段階において「個人」



の自発的なアソシエイションであったとしても、

いったん「集団」に組織されたあとでは、 「個人」

はどうなってしまうのだろうか。この点、松下の

理論においては、 「個人」の自由が民主主義的

「集団」に埋没しているようにも見えるのである。

先の「みんな民主主義」の土壊において「集団」

が「自発的に」形成された場合、それは著しく同

質的な、異なる「個人」の存在を認めない、内部

に対して抑圧的な「集団」となるおそれがあるの

ではないか(1回。

この問題点について、松下はとくに見解を述べ

ていないようである。松下にとって、 「分節民主

主義」における「集団」とは、かつての「市民政

治理論」における社会契約論の現代的復活であっ

たが、その点に関して想起されるのは、松下が工

業社会の民主主義について、ペンサムを例にそれ

を「多数決」としてとらえていたことである。し

たがって、ここでの「市民」は、原子論的な等質

的存在としてイメージされていると言える。そう

だとすれば、松下の「分節民主主義」においては、

目標を同じくする「集団」内部での「個人」の

「寛容」の問題は、原理的には存在しないことと

なる。松下がロックの「寛容」を現代的に読み替

えるとき、それはもっぱら複数政党制の実現とし

て、すなわち敵対関係にある「集団」聞の「寛容」

の問題として論じられ、「集団」内部における「個

人」の寛溶については論じられないのである。

おそらく、上記のような問題の解決について示

唆を与えてくれるのは、ロックでもベンサムでも

なく、 J. S .ミルであろう。 J. S .ミJレはま

さにベンサム的な等質的デモクラシー観の修正者

であり、その『自由論』に記されている「自由」

は、決定的に「個人」一一等質的ではなく、個性

的な「個人」ーーに依拠するものである。おそら

くそうした「個人」像の想起なしには、いくら

「市民」が「自由」に「アソシエイション」を形

成したとしても、 「個人」の「自由」は畢覚、

「集団」のための「自由」に包摂されてしまうだ

ろう。

こうした「個人」像の想起を促し、異なる「個

回年安保以後における「戦後民主主劃思想の展開

人」の「自由」を確保するすためには、 「集団」

相互においても、 「集団」内部のレベルにおいて

も、 「個人」同士の異なる意見の相互交流の必要

がある。その相互交流は、 「集団」としての意志

決定プロセスにも反映されなければならないだろ

う。おそらくそこでは、丸山民男の言う「他者感

覚」 すなわち、異なる他者を「他在として理

解する」精神的態度が重要になってくるように思

われる。これは、 「集団」を介きない、 「個人」

の「自由」について思想的・理念的な価値を認め

る精神的態度である。 I戦後民主主義」はたしか

に「民主主義」の原理ではあるが、同時に「個人」

の「自由」にもとづく「民主主義」である。そこ

での「自由」は、「参加」だけでなく「抵抗」ーー

とくに国家権力への抵抗だけでなく、所属集団に

対する抵抗も含めてーーの側面においても確保さ

れてこそ、はじめて「個人」に依拠した「自由」

となりうる。たとえ現代において「組織なき個人

の抵抗は荒野に叫ぶ声にひとしい」としても、「集

団」への「参加JI自治」にすべてを委ねること

は問題であろう。

結び

以上、松下の政治理論について、それが戦後日

本の現実との関わりの中で「分節民主主義Jに結

実してゆく過程と、それが歴史的に持っていた意

義と限界とを見てきた。松下は、ロック研究から

出発するとともに、ロック的な「市民政治理論」

を近代において成り立たせていた条件が現代では

もはや変容してしまっていること、すなわち「市

民社会」から「大衆杜会」への構造転換というこ

とを、 「大衆社会論」として理論化した。そうし

た松下の「大衆社会論」は、種々の誤解と論争を

引き起こしながらも、敗戦後十余年を過ぎて「第2

の戦後」に入ろうとしていた当時の戦後日本の一

面を的確に捉えており、新憲法感覚の定着から抵

抗権の思想を引き出してω年安保の思想的背景を
準備するなど、戦後日本の民主的実践に対して早

くから理論的貢献を果たすことができた。
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松下の議論はその後、 60年安保の反省もふまえ

たうえで「地域民主主義JI自治体改草」へとつ

ながり、社会党の構造改草論とも接近しながら、

下からの民主主義の徹底によって社会主義実現を

目指す、先進国民主主義・社会主義草命の理論と

して展開されていった。

さらに松下は、 1960年代後半になって、現代を

「工業化」と「民主化」の進展として定式化し、

そうした現代において「自治」という形で政治に

「参加」する政治主体のエートスを現代的「市民」

として抽出した。そして最終的に、それら「市民」

のつくる直接民主主義的な「集団(アソシエイシ

ヨン)Jによって下から重層的に分節化・民主化き

れる政治を、 「分節民主主義」として理論化した。

このように時代を追って洗練されてゆく松下の

政治理論において一貫して見られた志向は、第1

に、近代とは区別された「現代J(大衆社会)とそ
の問題状況(民主主義の空洞化による個人自由の

圧殺)の理論化ということであり、第2に、 「集

団」を介したその問題状況の克服ということであ

った。戦後日本の現実政治の中で「戦後民主主義」

の実質化として具体的に展開されていったこれら

の志向は、はじめは「大衆社会」において国家権

力に対抗する各種「集団」の共闘会議・統一職線

を通じた「抵抗権」という形で定式化され、その

後「自治体改革JI地域民主主義」への着目を経
て、次第に「集団」による「自治JI参加」へと

その強調点を転換させてゆき、最終的に「市民」

の「集団」による「自治JI参加」を基礎とした

「分節民主主義」の政治構想へと帰着した。

こうした松下の政治理論は、 1960年代、革新自

治体や市民運動などの各種「集団」が「現代」的

な市民的自発性をもって(旧来のマルクス主義と

は異なった経路で)国家権力に対抗して叢生する

際の理論的支柱としては高い実践性を示した。

しかし他方、とくに1970年代になって、 「現代」

が半ば自明化したように見え、国家権力への対抗

運動として出発した「集団」がいよいよ「自治」

権力を構成する段階になったとき、松下の政治理

論はそれを楽観的に正当化する役割を果たすにと
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どまり、そこで発生する問題、(1)国家によって

行使される政治権力とその責任の所在を見えなく

してしまい、新自由主義的な自己責任論に加担し

てしまうこと、 (2)I集団」が同質的・閉鎖的な

「タコツボ」となったときに利益政治の温床とな

ってしまうこと、 (3)I集団」において「参加」が

強調されることで「個人」の「自由」が実質的に

確保され得ない可能性があること、といった点に

ついて楽観的ないし一面的という欠点をもってい

た。

むろん、現代社会がきわめて複雑に機構化し、

個人の影響力が極小化されている以上、松下が自

治体改革や市民運動を通して「集団」に着目した

のは、まったくの間違いとは言えないだろう。し

かし、 「集団」への「参加JI自治」に力点を置い

たことによって(長期的に)もたらされた問題も

多いように思われる。その意味では、しばしばそ

の個人主義の行き過ぎが批判される「戦後民主主

義」は、むしろ一面においては「集団」主義的で

ありすぎたとさえ言えるかもしれない。いまいち

ど、 「集団」を介きない形での「個人」の「自由」

にもとづく政治との関わり方一一「参加」だけで

なく「抵抗」も含めて について再考してみる

必要があるだろう。

いずれにせよ、欠点、というのはそれを認識して

はじめて意義を持つものである。戦後日本におい

て一時期もっとも現実的たり得た政治理論に、そ

うした欠点が内在していることは、今日の視点か

ら「戦後民主主義」の展望を考える上で重要な教

訓ともなる。とくに近年、革新勢力のよりいっそ

うの衰退とともに、 「小きな政府JI自己責任」

を標梼する新自由主義的な政策が「構造改革」と

いう言葉でもって急激なテンポで遂行され、むき

だしの個人があらゆる領域での市場原理にさらさ

れるともに、逆にいわゆる保守派の側からは「戦

後レジームからの脱却」として個人主義批判と共

同体への回帰が図られるような状況にあって、あ

らためて「戦後民主主義」の軌跡を振り返り、過

去の思想が「個人JI集団JI国家」のあり方、

「権力JI自治JI参加」のあり方などをどのよ



うにとらえていたのかを知り、そのプラス面から

もマイナス面からも学ぶことは、現在の政治的潮

流を相対化L、同時にそれをよりリベラJレで民主

的な方向へ一一「戦後民主主義」の理念の実質化

の方向へ是正するための展望にもつながると思わ

れる。

本論考は、 「戦後民主主義」という言葉自体が

風化しつつあるようにも恩われる昨今にあって、

そうした過去の思想からの学習を、松下の政治理

論の検討を通して試みたものである。

※本論考は、権左武志教授のご指導のもと、 2∞9年1月
末に修士論文として提出した論文に補筆・修正を施した

ものであるロ執筆にあたっては、松下圭一氏ご本人から

資料とど助言をいただいたほか、法政大学法学部の杉田

教教授からも貴重なコメントをいただいた。記して厚く

おキしを申し上げたい。
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(21)これらの論文はいずれものち刊行された『市

民政治理論の形成J(岩波書肩、 1959年)のも

ととなっている。

(盟)同前、 7-26頁。

(却)同前、 28-39頁。

(且)松下前掲 『市民政治理論の形成』、 39-43頁。

(部)同前、 391-417頁。

{描)松下前掲『市民政治理論の形成』、 41子 419頁。

(町)同前、 42(ト421頁。

(28)この論文は、当初は『市民政治理論の形成』

の続編として予定されていた『市民政治理論の

展開J(未公刊)の第2章の序として書かれた

ものであったという cr現代政治の条件I、295
頁)。

(盟)同前、 14ー 15頁。

(30)同前、 15頁。ここでの松下はウォーラス『巨
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(叫)松下は同名の論文を1957年に害いている(松

下圭一「現代における自由の条件」、政治学会

報告、 1957年4月。『現代政治の条件』、所収入
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